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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

中
嶋

諒
・
志
村
敦
弘

（
『
朱
子
語
類
』
子
路
篇
研
究
會
）

序

言

本
稿
は
、
『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
（
『
論
語
』
子
路
篇
）
の
訳
注
で
あ
る
。
「
訳
注
（
一
）
」
（
『
中
国
哲
学
研
究
』
第
三
四

号
、
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
刊
、
二
〇
二
五
年
八
月
）
よ
り
続
く
も
の
で
あ
り
、
本
「
訳
注
（
四
）
」
は
、
「
樊
遲
問
仁

章
」
・
「
子
貢
問
士
章
」
・
「
不
得
中
行
而
與
之
章
」
・
「
南
人
有
言
章
」
を
公
表
す
る
。

当
会
の
参
加
者
お
よ
び
各
条
の
訳
注
担
当
者
は
、
小
幡
敏
行
（
横
浜
市
立
大
学
教
授
）
、
志
村
敦
弘
（
東
洋
大
学
東
洋
学
研

究
所
奨
励
研
究
員
、
「
不
得
中
行
而
與
之
章
」
［
路

（

）
・
１
］
～
［
路

（

）
・
２
］
・
「
南
人
有
言
章
」
［
路

（

）
・

16

21

16

21

17

22

１
］
～
［
路

（

）
・
２
］
）
、
中
嶋
諒
（
明
海
大
学
准
教
授
、
「
樊
遲
問
仁
章
」
［
路

（

）
・
１
］
～
［
路

（

）
・

17

22

14

19

14

19



- 222 -

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
34

７
］
・
「
子
貢
問
士
章
」
［
路

（

）
・
１
］
～
［
路

（

）
・
５
］
）
、
原
信
太
郎
ア
レ
シ
ャ
ン
ド
レ
（
駒
澤
大
学
講
師
）
、
渡

15

20

15

20

邊
賢
（
埼
玉
大
学
非
常
勤
講
師
）
で
あ
る
。

な
お
凡
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
訳
注
（
一
）
」
の
冒
頭
に
挙
げ
た
の
で
、
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

朱
子
語
類
卷
第
四
十
三

論
語
二
十
五

子
路
篇
（
四
）

［
路

（

）
］
樊
遲
問
仁
章

14

19

○
樊
遲
問
仁
。
子
曰
、
居
處
恭
、
執
事
敬
、
與
人
忠
。
雖
之
夷
狄
、
不
可
棄
也
。
【
恭
主
容
、
敬
主
事
。
恭
見
於
外
、
敬
主
乎

中
。
之
夷
狄
不
可
棄
、
勉
其
固
守
而
勿
失
也
。
○
程
子
曰
、
此
是
徹
上
徹
下
語
。
聖
人
初
無
二
語
也
、
充
之
則
睟
面
盎
背
。
推
而

達
之
、
則
篤
恭
而
天
下
平
矣
。
胡
氏
曰
、
樊
遲
問
仁
者
三
。
此
最
先
、
先
難
次
之
、
愛
人
其
最
後
乎
。
】

［
路

（

）
・
１
／
四
三
・
三
九
］

14

19

本

文

孔
門
敎
人
、
多
以
數
語
能
使
人
自
存
其
心
。
如
居
處
恭
、
纔
恭
、
則
心
不
放
也
。
如
此
之
類
。
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）

訓

読

孔
門

人
に
敎
ふ
る
に
、
多
く
數
語
を
以
て
能
く
人
を
し
て
自
ら
其
の
心
を
存
せ
し
む
。
「
居
處

恭
し
く
」
の
如
き
は
、
纔

（
１
）

か
に
恭
し
け
れ
ば
、
則
ち
心

放
た
れ
ざ
る
な
り
。
此
く
の
如
き
の
類
ひ
な
り
。

（
２
）

口
語
訳

孔
門
で
は
人
に
教
え
る
に
あ
た
り
、
し
ば
し
ば
数
語
を
用
い
て
、
心
を
存
す
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
。
「
居
処

恭
し
く
」

な
ど
は
、
恭
し
く
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
心
は
放
た
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
い
が
そ
れ
で
あ
る
。

注（
１
）
多
く
數
…
せ
し
む
―
「
存
其
心
」
は
、
心
を
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
保
持
す
る
こ
と
。
『
孟
子
』
離
婁
下
篇
第
二
八
章
に

「
君
子
所
以
異
於
人
者
、
以
其
存
心
也
。
」
と
あ
る
。

（
２
）
則
ち
心
…
る
な
り
―
「
心
不
放
」
は
、
心
が
あ
ら
ぬ
方
に
放
た
れ
て
、
見
失
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
『
孟

子
』
告
子
上
篇
第
一
一
章
に
「
學
問
之
道
無
他
、
求
其
放
心
而
已
。
」
と
あ
る
。

［
路

（

）
・
２
／
四
三
・
四
〇
］

14

19
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本

文

問
雖
之
夷
狄
不
可
棄
。
曰
、
上
三
句
散
著
、
下
一
句
方

得
緊
。
【
謙
之
】

（
１
）

校

勘

（
１
）
謙
之
―
「
謙
之
」
は
、
楠
本
本
は
「
希
遜
」
に
作
る
。

訓

読

「
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
棄
つ
べ
か
ら
ず
」
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
上
の
三
句
は
散
著
し
、
下
の
一
句
は
方
め
て

し
得
て
緊

ゆ

さ
ん

た
り
、
と
。
【
謙
之
】

（
１
）

（
２
）

口
語
訳

「
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
棄
つ
べ
か
ら
ず
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
上
の
三
句
（
「
居
処
恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
し
、
人
と
忠
な
り
」
）
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
、
下
の

一
句
（
「
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
棄
つ
べ
か
ら
ず
」
）
で
は
じ
め
て
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
、
と
。
【
欧
陽
謙
之
録
】

注
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）

（
１
）
下
の
一
…
緊
た
り
―
「

」
は
、
「
閂
」
に
同
じ
。
つ
な
ぐ
、
く
く
り
つ
け
る
、
ま
と
め
る
の
意
。
馮
青
『
朱
子
語
類
詞
語

研
究
』
（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）
、
第
六
八
頁
を
参
照
。

（
２
）
謙
之
―
「
謙
之
」
は
、
欧
陽
謙
之
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
２
／
四
三
・
二
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を

参
照
）
。

［
路

（

）
・
３
／
四
三
・
四
一
］

14

19

本

文

亞
夫
問
、
如
何
雖
之
夷
狄
不
可
棄
。
曰
、
道
不
可
須
臾
離
、
可
離
非
道
。
須
是
無
間
斷
方
得
。
若
有
間
斷
、
此
心
便
死
了
。

在
中
國
是
這
箇
道
理
、
在
夷
狄
也
只
是
這
箇
道
理
。
子
善
云
、
若
居
處
恭
、
執
事
敬
、
與
人
忠
時
、
私
心
更
無
著
處
。
曰
、

（
１
）

若
無
私
心
、
當
體
便
是
道
理
。
【
南
升
】

（
２
）

校

勘

（
１
）
子
善
―
「
子
善
」
は
、
楠
本
本
は
「
潘
子
善
」
に
作
る
。

（
２
）
南
升
―
「
南
升
」
は
、
楠
本
本
は
無
い
。
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訓

読

亞
夫
問
ふ
、
如
何
に
し
て
「
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
棄
つ
べ
か
ら
ざ
」
ら
ん
、
と
。
曰
は
く
、
「
道
は
須
臾
も
離
る
べ
か
ら
ず
、

（
１
）

離
る
べ
き
は
道
に
非
ず
」
。
間
斷
無
き
を
須
是
ち
て
方
め
て
得
。
若
し
間
斷
有
れ
ば
、
此
の
心

便
ち
死
し
了
は
る
。
中
國

（
２
）

ま

に
在
り
て
は
是
れ
這
箇
の
道
理
な
り
、
夷
狄
に
在
り
て
も
也
た
只
だ
是
れ
這
箇
の
道
理
な
る
の
み
。
子
善
云
ふ
、
若
し
「
居

（
３
）

処
恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
し
、
人
と
忠
な
」
る
の
時
、
私
心

更
に
著
處
無
し
、
と
。
曰
は
く
、
若
し
私
心
無
け
れ
ば
、

當
體
は
便
ち
是
れ
道
理
た
り
、
と
。
【
南
升
】

（
４
）

（
５
）

口
語
訳

㬊
淵
（
亜
夫
）
が
質
問
し
た
、
「
ど
の
よ
う
に
「
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
棄
つ
べ
か
ら
ず
。
」
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
（
『
中
庸
』
に
）
「
道
は
須
臾
も
離
る
べ
か
ら
ず
、
離
る
べ
き
は
道
に
非
ず
。
」
と
あ
る
。
途
切
れ
る

こ
と
が
な
く
な
っ
て
こ
そ
よ
い
。
も
し
も
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
心
は
た
ち
ま
ち
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
中
国
に
あ
っ

て
は
こ
の
道
理
が
あ
り
、
夷
狄
の
地
に
あ
っ
て
も
ま
た
同
じ
道
理
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
。

潘
子
善
（
時
挙
）
が
言
っ
た
、
「
も
し
も
「
居
処

恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
し
、
人
と
忠
な
る
」
で
あ
れ
ば
、
私
心
に
全

く
居
場
所
は
な
く
な
り
ま
す
ね
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
も
し
も
私
心
が
な
く
な
れ
ば
、
心
そ
の
も
の
が
道
理
で
あ
る
。
」
と
。
【
鄭
南
升
録
】
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）

注（
１
）
亞
夫
問
ふ
―
「
亞
夫
」
は
、
㬊
淵
の
こ
と
。
「
亞
夫
」
は
そ
の
字
。
「
訳
注
（
二
）
」
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に
既

出
（
そ
の
注
（
１
）
を
参
照
）
。

（
２
）
「
道
は
須
…
に
非
ず
」
―
「
道
不
可
須
臾
離
、
可
離
非
道
。
」
は
、
『
中
庸
』
第
一
章
に
、
「
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、

修
道
之
謂
敎
。
道
也
者
、
不
可
須
臾
離
也
、
可
離
非
道
也
。
是
故
君
子
戒
愼
乎
其
所
不
睹
、
恐
懼
乎
其
所
不
聞
。
莫
見
乎
隱
、

莫
顯
乎
微
。
故
君
子
愼
其
獨
也
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
子
善
云
ふ
―
「
子
善
」
は
、
潘
時
挙
の
こ
と
。
「
子
善
」
は
そ
の
字
。
「
訳
注
（
二
）
」
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に

既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

（
４
）
當
體
は
…
理
た
り
―
「
當
體
」
は
、
そ
の
も
の
自
体
、
そ
れ
自
体
の
意
。
『
伝
心
法
要
』
に
、
「
此
心
無
始
已
來
、
不
曾
生

不
曾
滅
、
不
青
不
黄
、
無
形
無
相
、
不
屬
有
無
、
不
計
新
舊
、
非
長
非
短
、
非
大
非
小
、
超
過
一
切
限
量
名
言
縱
跡
對
待
、

當
體
便
是
、
動
念
即
乖
。
」
と
あ
り
、
入
矢
義
高
『
伝
心
法
要
・
宛
陵
録
』
（
禅
の
語
録
８
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
）
に

お
い
て
、
「
〝
当
体
〟
は
特
に
唐
末
か
ら
宋
代
に
か
け
て
愛
用
さ
れ
た
術
語
で
、
ほ
ぼ
ド
イ
ツ
語
の
〈an

sich

〉
に
当
る
。

宋
代
の
注
釈
家
の
書
い
た
杜
甫
の
詩
の
注
（
九
家
注
）
に
も
見
ら
れ
る
。
類
語
と
し
て
敵
体
・
剋
体
・
徹
体
・
全
体
な
ど
が

あ
る
」
と
注
す
る
（
第
一
一
頁
）
。
ま
た
『
語
類
』
巻
七
四
に
、
「
夫
易
、
廣
矣
、
大
矣
止
靜
而
正
、
是
無
大
無
小
、
無
物
不

包
、
然
當
體
便
各
具
此
道
理
。
」
と
あ
る
。

（
５
）
南
升
―
「
南
升
」
は
、
鄭
南
升
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
１
）
を
参
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照
）
。

［
路

（

）
・
４
／
四
三
・
四
二
］

14

19

本

文

或
問
、
樊
遲
問
仁
一
段
、
聖
人
以
是
告
之
、
不
知
樊
遲
果
能
盡
此
否
。
曰
、
此
段
須
反
求
諸
己
、
方
有
工
夫
。
若
去
樊
遲
身

（
１
）

上
討
、
則
與
我
不
相
干
矣
。
必
當
思
之
曰
、
居
處
恭
乎
。
執
事
敬
乎
。
與
人
忠
乎
。
不
必
求
諸
樊
遲
能
盡
此
與
否
也
。
又
須

思
居
處
恭
時
如
何
、
不
恭
時
如
何
、
執
事
敬
時
如
何
、
不
敬
時
如
何
、
與
人
忠
時
如
何
、
不
忠
時
如
何
、
方
知
須
用
恭
敬
與

（
２
）

（
３
）

（
４
）

忠
也
。
今
人
處
於
中
國
、
飽
食
煖
衣
、
未
至
於
夷
狄
、
猶
且
與
之
相
忘
、
而
不
知
其
不
可
棄
、
而
況
之
夷
狄
、
臨
之
以
白
刃
、

而
能
不
自
棄
者
乎
。
【
履
孫
】

（
５
）

校

勘

（
１
）
樊
遲
問
仁
―
「
樊
遲
問
仁
」
は
、
楠
本
本
は
下
に
「
子
曰
居
處
恭
、
執
事
敬
、
與
人
忠
、
雖
之
夷
狄
不
可
棄
也
」
が
入
る
。

（
２
）
不
恭
時
―
「
不
恭
時
」
は
、
楠
本
本
は
上
に
「
居
處
」
が
あ
る
。

（
３
）
不
敬
時
―
「
不
敬
時
」
は
、
楠
本
本
は
上
に
「
執
事
」
が
あ
る
。

（
４
）
不
忠
時
―
「
不
忠
時
」
は
、
楠
本
本
は
上
に
「
與
人
」
が
あ
る
。
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『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）

（
５
）
履
孫
―
「
履
孫
」
は
、
楠
本
本
は
無
い
。

訓

読

或
ひ
と
問
ふ
、
「
樊
遲
仁
を
問
ふ
」
の
一
段
、
聖
人
是
れ
を
以
て
之
れ
に
告
ぐ
る
も
、
知
ら
ず
、
樊
遲

果
た
し
て
能
く
此

れ
を
盡
く
す
や
否
や
、
と
。
曰
は
く
、
此
の
段

諸
れ
を
己
に
反
求
す
る
を
須
ち
て
、
方
め
て
工
夫
有
り
。
若
し
樊
遲
の
身

（
１
）

（
２
）

上
に
去
き
討
ぬ
れ
ば
、
則
ち
我
と
相
干
は
ら
ず
。
必
ず
當
に
之
れ
を
思
ひ
て
、
「
居
處

恭
し
き
」
か
、
「
事
を
執
り
て
敬
す

る
」
か
、
「
人
と
忠
な
る
」
か
と
曰
ふ
べ
し
。
必
ず
し
も
諸
れ
を
樊
遲
の
能
く
此
れ
を
盡
く
す
か
と
否
か
と
を
求
め
ざ
れ
。

又
「
居
處

恭
し
」
き
時
は
如
何
、
恭
し
か
ら
ざ
る
時
は
如
何
、
「
事
を
執
り
て
敬
す
」
る
時
は
如
何
、
敬
せ
ざ
る
時
は
如

何
、
「
人
と
忠
な
」
る
時
は
如
何
、
忠
な
ら
ざ
る
時
は
如
何
と
思
ふ
を
須
ち
て
、
方
め
て
須
ら
く
恭
、
敬
と
忠
と
を
用
ふ
べ

き
を
知
る
な
り
。
今
人

中
國
に
處
り
、
飽
食
煖
衣
、
未
だ
夷
狄
に
至
ら
ざ
る
も
の
す
ら
、
猶
ほ
且
つ
之
れ
と
相
ひ
忘
れ
て
、

（
３
）

其
の
「
棄
つ
べ
か
ら
ざ
」
る
を
知
ら
ず
、
而
る
を
況
ん
や
夷
狄
に
之
き
、
之
れ
に
臨
む
に
白
刃
を
以
て
し
て
、
能
く
自
棄
せ

ざ
る
者
あ
ら
ん
や
、
と
。
【
履
孫
】

（
４
）

口
語
訳

あ
る
人
が
質
問
し
た
、
「
「
樊
遅
仁
を
問
う
」
の
一
段
に
お
い
て
、
聖
人
孔
子
は
こ
の
よ
う
に
樊
遅
に
告
げ
て
い
ま
す
が
、

樊
遅
は
果
た
し
て
、
そ
れ
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
。
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（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
こ
の
段
は
、
「
諸
を
己
に
反
求
す
る
」
こ
と
が
あ
っ
て
こ
そ
、
工
夫
と
な
る
。
も
し
も
こ
れ
を
樊

遅
の
身
に
訊
ね
て
い
た
の
で
は
、
自
分
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
と
な
る
。
必
ず
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
居
処
は
恭
し
い

か
、
事
を
執
る
に
は
敬
で
あ
る
か
、
人
と
忠
で
あ
る
か
と
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
樊
遅
が
こ
れ
ら
を
尽
く
し
て
い
る
か

ど
う
か
な
ど
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
「
居
處

恭
し
」
き
と
き
は
ど
う
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
ど
う
で
あ
り
、

「
事
を
執
り
て
敬
す
」
る
と
き
は
ど
う
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
ど
う
で
あ
り
、
「
人
と
忠
な
」
る
と
き
は
ど
う
で
あ

り
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
ど
う
で
あ
る
か
と
考
え
て
こ
そ
、
恭
や
敬
、
忠
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
と
分
か
る
。
い
ま
人
々
は
中

国
に
住
ま
い
、
衣
食
に
事
足
り
て
、
夷
狄
の
地
に
赴
い
て
も
い
な
い
者
す
ら
、
こ
れ
ら
（
恭
、
敬
、
忠
）
を
忘
れ
て
し
ま
っ

て
お
り
、
「
棄
つ
べ
か
ら
ざ
」
る
も
の
で
あ
る
と
も
分
か
っ
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
夷
狄
の
地
に
赴
き
、
白
刃
に
臨
ん
で
い

な
が
ら
、
（
「
棄
つ
べ
か
ら
ざ
」
る
恭
、
敬
、
忠
を
）
棄
て
ず
に
い
ら
れ
る
者
な
ど
い
る
も
の
か
。
」
と
。
【
潘
履
孫
録
】

注（
１
）
此
の
段
…
須
ち
て
―
「
反
求
諸
己
」
は
、
自
己
に
ふ
り
か
え
て
責
め
る
こ
と
。
『
孟
子
』
離
婁
上
篇
第
四
章
に
「
行
有
不
得

者
、
皆
反
求
諸
己
。
」
と
あ
る
。
ま
た
『
礼
記
』
射
義
篇
に
「
射
者
、
仁
之
道
也
。
射
求
正
諸
己
、
己
正
然
後
發
、
發
而
不

中
、
則
不
怨
勝
己
者
、
反
求
諸
己
而
已
矣
。
」
と
あ
り
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
第
七
章
に
「
仁
者
如
射
。
射
者
正
己
而
後
發
。

發
而
不
中
、
不
怨
勝
己
者
、
反
求
諸
己
而
已
矣
。
」
と
あ
り
、
『
中
庸
』
第
一
四
章
に
「
射
有
似
乎
君
子
、
失
諸
正
鵠
、
反
求

諸
其
身
。
」
と
あ
る
。
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類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）

（
２
）
方
め
て
…
夫
有
り
―
「
工
夫
」
は
、
時
間
と
労
力
を
つ
か
う
、
手
間
ひ
か
ま
け
る
意
。
実
践
、
修
業
、
努
力
な
ど
の
意
を

す
べ
て
含
む
。
三
浦
國
雄
『
「
朱
子
語
類
」
抄
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
、
第
三
七
頁
を
参
照
。

（
３
）
飽
食
煖
衣
―
「
飽
食
煖
衣
」
は
、
衣
食
に
事
足
り
て
、
不
自
由
の
な
い
生
活
を
送
る
こ
と
を
指
す
。
『
孟
子
』
滕
文
公
上
篇

第
四
章
に
、
「
人
之
有
道
也
、
飽
食
煖
衣
、
逸
居
而
無
敎
、
則
近
於
禽
獸
。
聖
人
有
憂
之
、
使
契
爲
司
徒
、
敎
以
人
倫
。
父

子
有
親
、
君
臣
有
義
、
夫
婦
有
別
、
長
幼
有
序
、
朋
友
有
信
。
」
と
あ
る
。

（
４
）
履
孫
―
「
履
孫
」
は
、
潘
履
孫
（
一
一
七
四
～
？
）
の
こ
と
。
『
学
案
補
遺
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
三
六
四
八
頁
・

『
年
攷
』
第
二
五
八
頁
・
『
門
人
』
第
三
三
一
頁
・
『
書
院
』
第
一
〇
五
頁
。

［
路

（

）
・
５
／
四
三
・
四
三
］

（
１
）

14

19

本

文

大
凡
讀
書
、
須
是
要
自
家
日
用
躬
行
處
著
力
、
方
可
。
且
如
居
處
恭
、
執
事
敬
、
與
人
忠
、
雖
之
夷
狄
不
可
棄
也
、
與
那
言

忠
信
、
行
篤
敬
、
雖
蠻
貊
之
邦
行
矣
。
言
不
忠
信
、
行
不
篤
敬
、
雖
州
里
行
乎
哉
。
此
二
事
須
是
日
日
粘
放
心
頭
、
不
可
有

些
虧
欠
處
。
此
最
是
爲
人
日
下
急
切
處
、
切
宜
體
之
。
【
椿
】

校

勘
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（
１
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

大
凡
そ
讀
書
は
、
自
家
の
日
に
用
ひ
躬
ら
行
ふ
處
に
力
を
著
す
る
を
要
む
る
を
須
是
ち
て
、
方
め
て
可
な
り
。
且
如
へ
ば

「
居
處

恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
し
、
人
と
忠
な
る
は
、
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
棄
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
、
那
の
「
言

忠
信
、
行

篤
敬
な
れ
ば
、
蠻
貊
の
邦
と
雖
も
行
は
れ
ん
。
言

忠
信
な
ら
ず
、
行

篤
敬
な
ら
ざ
れ
ば
、
州
里
と
雖
も
行
は

れ
ん
や
」
と
は
、
此
の
二
事

須
是
ら
く
日
日

心
頭
に
粘
放
し
、
些
か
虧
欠
す
る
處
有
る
べ
か
ら
ず
。
此
れ
最
も
是
れ
人
の

（
１
）

す

べ

か

（
２
）

爲
に
す
る
日
下
に
急
切
た
る
處
な
れ
ば
、
切
に
宜
し
く
之
れ
を
體
す
べ
し
。
【
椿
】

（
３
）

（
４
）

口
語
訳

お
よ
そ
経
書
を
読
む
に
は
、
自
ら
日
常
の
実
行
の
中
で
、
そ
の
内
容
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
求
め
て
こ
そ
よ
い
。
た

と
え
ば
「
居
処

恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
し
、
人
と
忠
な
る
は
、
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
棄
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
、

「
言

忠
信
、
行

篤
敬
な
れ
ば
、
蛮
貊
の
邦
と
雖
も
行
わ
れ
ん
。
言

忠
信
な
ら
ず
、
行

篤
敬
な
ら
ざ
れ
ば
、
州
里
と
雖
も

行
わ
れ
ん
や
。
」
の
二
つ
は
、
日
々
心
に
と
ど
め
置
き
、
少
し
も
欠
い
て
は
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
人
を
教
え

導
く
に
あ
た
っ
て
押
さ
え
て
お
き
た
い
要
点
で
あ
り
、
切
実
に
こ
れ
を
体
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
【
魏
椿
録
】
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注（
１
）
那
の
「
言
…
や
」
と
は
―
「
言
忠
信
、
行
篤
敬
、
雖
蠻
貊
之
邦
行
矣
。
言
不
忠
信
、
行
不
篤
敬
、
雖
州
里
行
乎
哉
」
は
、

『
論
語
』
衛
霊
公
篇
第
五
章
に
み
え
る
一
節
。

（
２
）
此
の
二
…
粘
放
し
―
「
粘
」
は
、
拈
に
通
じ
、
「
拈
放
」
で
と
ど
め
置
く
こ
と
の
意
。
『
語
類
』
巻
一
一
七
に
「
未
熟
時
、

頓
放
這
裏
又
不
穩
帖
、
拈
放
那
邊
又
不
是
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
此
れ
最
…
な
れ
ば
―
「
爲
人
」
は
、
こ
こ
で
は
「
人
の
為
に
す
」
と
訓
じ
、
人
を
教
え
導
く
こ
と
。
禅
語
で
、
禅
匠
が
修

行
者
の
た
め
に
種
々
に
手
だ
て
を
弄
す
る
こ
と
を
い
う
。
入
矢
義
高
監
修
・
古
賀
英
彦
編
著
『
禅
語
辞
典
』
（
一
九
九
一
年
、

思
文
閣
出
版
）
、
第
一
一
頁
を
参
照
。

（
４
）
椿
―
「
椿
」
は
、
魏
椿
の
こ
と
。
『
学
案
補
遺
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
四
二
三
九
頁
・
『
年
攷
』
第
二
二
〇
頁
・
『
門

人
』
第
三
五
八
頁
・
『
書
院
』
第
一
一
七
頁
。

［
路

（

）
・
６
／
四
三
・
四
四
］

14

19

本

文

亞
夫
問
居
處
恭
、
執
事
敬
一
章
。
曰
、
這
箇
道
理
、
須
要
到
處
皆
在
、
使
生
意
無
少
間
斷
、
方
好
。
譬
之
木
然
、
一
枝
一
葉
、

無
非
生
意
。
才
有
一
毫
間
斷
、
便
枝
葉
有
不
茂
處
。
時
擧
云
、
看
來
此
三
句
、
動
靜
出
處
、
待
人
接
物
、
無
所
不
該
、
便
私
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意
自
無
容
處
。
因
兼
仲
弓
問
仁
一
章
説
曰
、
大
抵
學
問
只
要
得
箇
門
戸
子
入
。
若
入
得
門
了
、
便
只
要
理
會
箇
仁
。
其
初
入

底
門
戸
、
不
必
只
説
道
如
何
如
何
。
若
纔
得
箇
門
戸
子
入
、
須
便
要
入
去
。
若
只
在
外
面
説
道
如
何
、
也
不
濟
事
。
」
【
時

（
１
）

擧
】

校

勘

（
１
）
如
何
如
何
―
「
如
何
如
何
」
は
、
楠
本
本
は
「
如
何
」
に
作
る
。

訓

読

亞
夫
「
居
処

恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
す
」
の
一
章
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
這
箇
の
道
理
、
到
る
處
に
皆
な
在
り
、
生
意
を

（
１
）

し
て
少
し
も
間
斷
無
か
ら
し
む
る
を
須
要
ち
て
、
方
め
て
好
し
。
之
れ
を
木
に
譬
ふ
る
に
然
り
、
一
枝
一
葉
、
生
意
に
非
ざ

ま

る
無
し
。
才
か
に
一
毫
の
間
斷
有
れ
ば
、
便
ち
枝
葉
に
茂
ら
ざ
る
處
有
り
、
と
。
時
擧

云
ふ
、
看
來
た
る
に
此
の
三
句
、

（
２
）

動
靜
出
處
、
人
に
待
し
物
に
接
し
、
該
ね
ざ
る
所
無
き
は
、
便
ち
私
意
自
か
ら
容
る
る
處
無
し
、
と
。
因
り
て
「
仲
弓
仁
を

問
ふ
」
の
一
章
を
兼
ね
説
き
て
曰
は
く
、
大
抵
學
問
は
只
だ
箇
の
門
戸
子
を
得
て
入
る
を
要
む
る
の
み
。
若
し
門
に
入
り
得

（
３
）

（
４
）

了
は
れ
ば
、
便
ち
只
だ
箇
の
仁
を
理
會
す
る
を
要
む
る
の
み
。
其
の
初
め
て
入
る
の
門
戸
、
必
ず
し
も
只
だ
如
何
如
何
と
説

道
す
る
の
み
な
ら
ず
。
若
し
纔
か
に
箇
の
門
戸
子
を
得
て
入
れ
ば
、
須
ら
く
便
ち
入
り
去
く
を
要
む
べ
し
。
若
し
只
だ
外
面

に
在
り
て
如
何
と
説
道
す
れ
ば
、
也
た
事
を
濟
さ
ず
、
と
【
時
擧
】

（
５
）
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口
語
訳

㬊
淵
（
亜
夫
）
が
「
居
処
恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
す
」
の
一
章
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
こ
の
道
理
は
至
る
と
こ
ろ
に
行
き
わ
た
ら
せ
、
生
意
が
少
し
も
途
切
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
木
に
た
と
え
る
な
ら
ば
、
枝
の
一
本
一
本
、
葉
の
一
枚
一
枚
に
、
生
意
が
な
い
こ
と
が

な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
で
も
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
枝
や
葉
は
茂
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
」
と
。

潘
時
挙
が
い
っ
た
、
「
見
た
と
こ
ろ
、
こ
の
（
「
居
処

恭
し
く
、
事
を
執
り
て
敬
し
、
人
と
忠
な
る
」
の
）
三
句
は
、
動
に

も
静
に
も
、
仕
え
る
に
も
退
く
に
も
、
人
に
対
す
る
に
も
物
に
接
す
る
に
も
、
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
な
く
、
お
の
ず
と

私
意
を
差
し
は
さ
む
余
地
が
な
く
な
る
よ
う
で
す
。
」
と
。

そ
れ
に
ち
な
ん
で
、
（
朱
熹
は
）
「
仲
弓

仁
を
問
ふ
」
の
一
章
に
つ
い
て
も
併
せ
て
い
っ
た
、
「
た
い
て
い
学
問
は
、
た
だ

入
り
口
に
立
つ
こ
と
を
求
め
る
の
み
で
あ
る
。
も
し
正
し
い
学
問
の
入
り
口
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
た
だ
仁
に
取

り
組
む
こ
と
を
求
め
る
の
み
で
あ
る
。
は
じ
め
て
入
り
口
に
立
っ
た
と
き
に
、
「
ど
う
す
る
の
だ
、
ど
う
す
る
の
だ
。
」
と

ば
か
り
い
う
必
要
は
な
い
。
も
し
こ
の
入
り
口
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
必
ず
す
ぐ
に
進
ん
で
い
く
こ
と
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
た
だ
外
側
で
「
ど
う
す
る
の
だ
」
と
い
っ
て
ば
か
り
い
て
は
、
何
に
も
な
ら
な
い
の
だ
。
」
と
。

【
潘
時
挙
録
】
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注（
１
）
亞
夫
「
居
…
を
問
ふ
―
「
亞
夫
」
は
、
㬊
淵
の
こ
と
。
「
亞
夫
」
は
そ
の
字
。
「
訳
注
（
二
）
」
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一

〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
１
）
を
参
照
）
。

（
２
）
之
を
木
…
る
無
し
―
「
生
意
」
は
、
こ
こ
で
は
仁
を
指
す
。
仁
は
五
行
に
お
い
て
は
木
に
配
当
さ
れ
、
そ
の
季
節
は
春
、

そ
の
は
た
ら
き
は
生
に
対
応
す
る
。

（
３
）
因
り
て
…
曰
は
く
―
「
仲
弓
問
仁
」
は
、
『
論
語
』
顔
淵
篇
第
二
章
に
、
「
仲
弓
問
仁
。
子
曰
、
出
門
如
見
大
賓
、
使
民
如

承
大
祭
。
己
所
不
欲
、
勿
施
於
人
。
在
邦
無
怨
、
在
家
無
怨
。
仲
弓
曰
、
雍
雖
不
敏
、
請
事
斯
語
矣
。
」
と
あ
る
。

（
４
）
大
抵
學
…
る
の
み
―
「
門
戸
子
」
は
、
（
学
問
の
道
へ
入
る
）
入
り
口
を
い
う
。
『
語
類
』
巻
一
一
八
に
「
要
須
反
己
深
自

體
察
、
有
箇
火
急
痛
切
處
、
方
是
入
得
門
戸
」
と
あ
る
。
垣
内
景
子
編
・
訓
門
人
研
究
会
訳
注
『
『
朱
子
語
類
』
訳
注
』
（
汲

古
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
、
第
二
七
四
頁
を
参
照
。

（
５
）
時
擧
―
「
時
擧
」
は
、
潘
時
挙
の
こ
と
。
「
訳
注
（
二
）
」
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を

参
照
）
。

［
路

（

）
・
７
／
四
三
・
四
四
］

14

19

本

文
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或
問
、
胡
氏
謂
、
樊
遲
問
仁
者
三
。
此
最
先
、
先
難
次
之
、
愛
人
其
最
後
乎
。
何
以
知
其
然
。
曰
、
雖
無
明
證
、
看
得
來
是

（
１
）

如
此
。
若
未
嘗
告
之
以
恭
敬
忠
之
説
、
則
所
謂
先
難
者
、
將
從
何
下
手
。
至
於
愛
人
、
則
又
以
發
於
外
者
言
之
矣
。
【
廣
】

（
２
）

（
３
）

校

勘

（
１
）
證
―
「
證
」
は
、
朝
鮮
整
版
本
は
「
徴
」
に
作
る
。

（
２
）
從
何
―
「
從
何
」
は
、
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
は
「
何
從
」
に
作
る
。

（
３
）
下
手
―
「
下
手
」
は
、
楠
本
本
は
下
に
「
乎
」
が
あ
る
。

訓

読

或
ひ
と
問
ふ
、
胡
氏
謂
ふ
、
樊
遲
の
仁
を
問
ふ
者
三
。
此
れ
最
も
先
ん
じ
、
「
難
き
を
先
に
す
」
は
之
れ
に
次
ぎ
、
「
人
を

（
１
）

（
２
）

愛
す
」
は
其
れ
最
も
後
な
る
か
、
と
。
何
を
以
て
其
の
然
る
を
知
る
や
、
と
。
曰
は
く
、
明
證
無
し
と
雖
も
、
看
得
來
た
れ

（
３
）

ば
是
れ
此
く
の
如
し
。
若
し
未
だ
嘗
て
之
れ
に
告
ぐ
る
に
恭
敬
忠
の
説
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
所
謂
る
「
難
き
を
先
ん

ず
」
る
は
、
將
た
何
く
從
り
手
を
下
さ
ん
。
「
人
を
愛
す
」
に
至
り
て
は
、
則
ち
又

外
に
發
す
る
者
を
以
て
之
れ
を
言
ふ
、

は

い
づ

と
。
【
廣
】

口
語
訳
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あ
る
人
が
質
問
し
た
、
「
胡
寅
は
、
「
樊
遅
が
仁
に
つ
い
て
問
う
た
箇
所
は
三
つ
あ
る
。
こ
の
章
が
最
初
で
あ
り
、
「
難
き

を
先
に
す
」
は
そ
の
次
で
、
「
人
を
愛
す
」
は
最
後
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
う
だ
と
分
か
る
の
で
し

ょ
う
か
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
明
ら
か
な
証
拠
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
よ
う
だ
。
も
し
も
恭
（
居
處

恭
や
し

く
）
、
敬
（
事
を
執
り
て
敬
し
）
、
忠
（
人
と
忠
な
り
）
の
説
が
な
け
れ
ば
、
「
難
き
を
先
に
す
」
と
い
っ
て
も
、
い
っ
た
い
ど

こ
か
ら
手
を
つ
け
て
い
く
の
だ
。
「
人
を
愛
す
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
他
者
に
及
ぼ
す
こ
と
言
っ
て
い
る
。
」
と
。
【
輔
広

録
】

注（
１
）
胡
氏
謂
ふ
―
「
胡
氏
」
は
、
胡
寅
（
一
〇
九
八
～
一
一
五
六
）
の
こ
と
。
建
寧
府
崇
安
県
（
福
建
省
）
の
人
。
湖
南
学
派

の
重
鎮
の
一
人
。
胡
安
国
の
甥
に
し
て
、
そ
の
養
子
と
な
っ
た
。
字
は
明
仲
、
号
は
致
堂
先
生
。
『
宋
史
』
巻
四
三
五
、
『
学

案
』
巻
四
一
、
『
資
料
索
引
』
第
一
五
六
七
頁
。
「
胡
氏
謂
」
以
下
は
、
本
章
［
路

（

）
］
の
『
集
注
』
に
引
く
胡
寅
の

15

20

注
を
指
す
。

（
２
）
「
難
き
を
…
に
次
ぎ
―
「
先
難
」
は
、
『
論
語
』
雍
也
篇
第
二
〇
章
に
「
樊
遲
問
知
。
子
曰
、
務
民
之
義
、
敬
鬼
神
而
遠
之
、

可
謂
知
矣
。
問
仁
。
曰
、
仁
者
先
難
而
後
獲
、
可
謂
仁
矣
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
「
人
を
愛
…
な
る
か
―
「
愛
人
」
は
、
『
論
語
』
顔
淵
篇
第
二
二
章
に
「
樊
遲
問
仁
。
子
曰
、
愛
人
。
問
知
。
子
曰
、
知
人
。
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樊
遲
未
達
。
子
曰
、
擧
直
錯
諸
枉
、
能
使
枉
者
直
。
樊
遲
退
、
見
子
夏
、
曰
、
鄕
也
吾
見
於
夫
子
而
問
知
、
子
曰
、
擧
直
錯

諸
枉
、
能
使
枉
者
直
、
何
謂
也
。
子
夏
曰
、
富
哉
言
乎
。
舜
有
天
下
、
選
於
衆
、
擧
皋
陶
、
不
仁
者
遠
矣
。
湯
有
天
下
、
選

於
衆
、
擧
伊
尹
、
不
仁
者
遠
矣
。
」
と
あ
る
。

（
４
）
廣
―
「
廣
」
は
、
輔
広
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

［
路

（

）
］
子
貢
問
士
章

15

20

○
子
貢
問
曰
、
何
如
斯
可
謂
之
士
矣
。
子
曰
、
行
己
有
恥
、
使
於
四
方
、
不
辱
君
命
、
可
謂
士
矣
。
【
使
、
去
聲
。
○
此
其
志

有
所
不
爲
、
而
其
材
足
以
有
爲
者
也
。
子
貢
能
言
、
故
以
使
事
告
之
。
蓋
爲
使
之
難
、
不
獨
貴
於
能
言
而
已
。
】
曰
、
敢
問
其
次
。

曰
、
宗
族
稱
孝
焉
、
鄕
黨
稱
弟
焉
。
【
弟
、
去
聲
。
○
此
本
立
而
材
不
足
者
。
故
爲
其
次
。
】
曰
、
敢
問
其
次
。
曰
、
言
必
信
、

行
必
果
、
硜
硜
然
小
人
哉
。
抑
亦
可
以
爲
次
矣
。
【
行
、
去
聲
。
硜
、
苦
耕
反
。
○
果
、
必
行
也
。
硜
、
小
石
之
堅
確
者
。
小
人
、

言
其
識
量
之
淺
狹
也
。
此
其
本
末
皆
無
足
觀
。
然
亦
不
害
其
爲
自
守
也
、
故
聖
人
猶
有
取
焉
、
下
此
則
市
井
之
人
、
不
復
可
爲
士

矣
。
】
曰
、
今
之
從
政
者
何
如
。
子
曰
、
噫
、
斗
筲
之
人
、
何
足
算
也
。
【
筲
、
所
交
反
。
算
、
亦
作
筭
、
悉
亂
反
。
○
今
之
從

政
者
、
蓋
如
魯
三
家
之
屬
。
噫
、
心
不
平
聲
。
斗
、
量
名
、
容
十
升
。
筲
、
竹
器
、
容
斗
二
升
。
斗
筲
之
人
、
言
鄙
細
也
。
算
、

數
也
。
子
貢
之
問
毎
下
、
故
夫
子
以
是
警
之
。
○
程
子
曰
、
子
貢
之
意
、
蓋
欲
爲
皎
皎
之
行
、
聞
於
人
者
、
夫
子
告
之
、
皆
篤
實

自
得
之
事
。
】
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［
路

（

）
・
１
／
四
三
・
四
五
］

15

20

本

文

問
、
行
己
有
恥
、
使
於
四
方
、
不
辱
君
命
、
兩
句
似
不
連
綴
。
恐
是
行
己
有
恥
、
則
足
以
成
其
身
。
推
是
心
以
及
職
分
、
則

不
辱
君
命
、
又
可
以
成
其
職
分
之
所
當
爲
。
曰
、
行
己
有
恥
、
則
不
辱
其
身
。
使
於
四
方
、
能
盡
其
職
、
則
不
辱
君
命
。

【
廣
】

訓

読

問
ふ
、
「
己
を
行
ひ
て
恥
有
り
、
四
方
に
使
し
て
、
君
命
を
辱
め
ず
」
は
、
兩
句

連
綴
せ
ざ
る
に
似
た
り
。
恐
ら
く
は
是

れ
「
己
を
行
ひ
て
恥
有
れ
」
ば
、
則
ち
以
て
其
の
身
を
成
す
に
足
る
。
是
の
心
を
推
し
て
以
て
職
分
に
及
ぼ
せ
ば
、
則
ち

「
君
命
を
辱
め
ず
」
、
又
以
て
其
の
職
分
の
當
に
爲
す
べ
き
所
を
成
す
べ
し
、
と
。
曰
は
く
、
「
己
を
行
ひ
て
恥
有
り
」
は
、

則
ち
「
其
の
身
を
辱
め
ず
」
。
「
四
方
に
使
し
て
」
、
能
く
其
の
職
を
盡
く
せ
ば
、
則
ち
「
君
命
を
辱
め
ず
」
、
と
。
【
廣
】

（
１
）

（
２
）

口
語
訳

質
問
し
た
、
「
「
己
を
行
い
て
恥
有
り
、
四
方
に
使
し
て
、
君
命
を
辱
め
ず
」
は
、
両
句
（
「
己
を
行
い
て
恥
有
り
」
と
「
四
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方
に
使
し
て
、
君
命
を
辱
め
ず
」
）
が
連
続
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
「
己
を
行
い
て
恥
有
り
」
で
あ
れ
ば
、
そ
う

す
る
こ
と
で
そ
の
人
の
身
を
お
さ
め
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
（
「
己
を
行
い
て
恥
有
り
」
と
い

う
）
心
を
推
し
て
、
職
分
に
及
ぼ
し
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
「
君
命
を
辱
め
ず
」
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
職
分
と
し
て
や
る
べ

き
こ
と
を
な
し
て
い
け
る
の
で
す
ね
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
「
己
を
行
い
て
恥
有
り
」
で
あ
れ
ば
、
「
其
の
身
を
辱
め
ず
」
で
あ
る
。
「
四
方
に
使
し
て
」
、
そ

の
職
分
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
君
命
を
辱
め
ず
」
と
な
る
。
」
と
。
【
輔
広
録
】

注（
１
）
則
ち
「
其
…
辱
め
ず
」
―
「
不
辱
其
身
」
は
、
『
論
語
』
微
子
篇
第
八
章
に
「
子
曰
、
不
降
其
志
、
不
辱
其
身
、
伯
夷
叔
齊

與
。
」
と
あ
る
。

（
２
）
廣
―
「
廣
」
は
、
輔
広
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

［
路

（

）
・
２
／
四
三
・
四
六
］

15

20

本

文

宗
族
稱
孝
、
鄕
黨
稱
弟
、
是
能
守
一
夫
之
私
行
、
而
不
能
廣
其
固
有
之
良
心
。
【
賀
孫
】
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訓

読

「
宗
族

孝
と
稱
し
、
鄕
黨

弟
と
稱
す
」
は
、
是
れ
能
く
一
夫
の
私
行
を
守
る
も
、
其
の
固
有
の
良
心
を
廣
む
る
能
は
ず
。

（
１
）

【
賀
孫
】

（
２
）

口
語
訳

「
宗
族

孝
と
称
し
、
郷
党

弟
と
称
す
」
は
、
我
が
身
ひ
と
り
の
行
動
を
守
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
こ
に
も
と
よ
り
備
わ

っ
て
い
る
良
心
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
【
葉
賀
孫
録
】

注（
１
）
其
の
固
…
能
は
ず
―
「
良
心
」
は
、
も
と
『
孟
子
』
告
子
上
篇
第
八
章
「
雖
存
乎
人
者
、
豈
無
仁
義
之
心
哉
。
其
所
以
放

其
良
心
者
、
亦
猶
斧
斤
之
於
木
也
。
旦
旦
而
伐
之
、
可
以
爲
美
乎
。
其
日
夜
之
所
息
、
平
旦
之
氣
、
其
好
惡
與
人
相
近
也
者

幾
希
、
則
其
旦
晝
之
所
爲
、
有
梏
亡
之
矣
。
梏
之
反
覆
、
則
其
夜
氣
不
足
以
存
。
夜
氣
不
足
以
存
、
則
其
違
禽
獸
不
遠
矣
。

人
見
其
禽
獸
也
、
而
以
爲
未
嘗
有
才
焉
者
、
是
豈
人
之
情
也
哉
。
故
苟
得
其
養
、
無
物
不
長
。
苟
失
其
養
、
無
物
不
消
。
」

と
あ
る
。

（
２
）
賀
孫
―
「
賀
孫
」
は
、
葉
賀
孫
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
６
）
を
参
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照
）
。
な
お
『
語
類
』
巻
四
四
・
第
一
条
に
は
「
蓋
孝
弟
之
人
、
亦
只
是
守
得
那
一
夫
之
私
行
、
不
能
充
其
固
有
之
良
心
」

云
々
と
あ
り
、
本
条
の
内
容
と
重
な
る
。
記
録
者
は
欧
陽
謙
之
で
あ
り
、
本
条
の
記
録
者
で
あ
る
葉
賀
孫
と
同
席
し
て
い
た

時
期
が
あ
る
（
『
年
攷
』
第
二
七
頁
）
こ
と
か
ら
、
同
一
場
面
の
別
記
録
と
見
な
し
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
志
村
敦
弘
・

原
信
太
郎
ア
レ
シ
ャ
ン
ド
レ
・
渡
邊
賢
「
『
朱
子
語
類
』
卷
四
十
四
譯
注
（
一
）
」
（
『
中
国
哲
学
』
第
四
八
号
、
二
〇
二
〇

年
）
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

［
路

（

）
・
３
／
四
三
・
四
七
］

15

20

本

文

文
振
擧
程
子
曰
、
子
貢
欲
爲
皎
皎
之
行
聞
於
人
者
、
夫
子
告
之
皆
篤
實
自
得
之
事
。
謂
子
貢
發
問
節
次
正
如
此
。
曰
、
子
貢

（
１
）

（
２
）

（
３
）

平
日
雖
有
此
意
思
、
然
這
一
章
却
是
他
大
段
平
實
了
。
蓋
渠
見
行
己
有
恥
、
使
於
四
方
、
不
是
些
小
事
、
故
又
問
其
次
。
至

宗
族
稱
孝
、
鄕
黨
稱
弟
、
他
亦
未
敢
自
信
、
故
又
問
其
次
。
凡
此
節
次
、
皆
是
他
要
放
平
實
去
做
工
夫
、
故
毎
問
皆
下
。
到

下
面
問
今
之
從
政
者
何
如
、
却
是
問
錯
了
。
聖
人
便
云
何
足
算
也
、
乃
是
爲
他
截
斷
了
也
。
此
處
更
宜
細
看
。
【
時
擧
】

校

勘

（
１
）
文
振
―
「
文
振
」
は
、
楠
本
本
は
下
に
「
説
子
貢
問
士
一
章
」
が
あ
る
。
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（
２
）
程
子
―
「
程
子
」
は
、
楠
本
本
は
「
程
先
生
」
に
作
る
。

（
３
）
如
此
―
「
如
此
」
は
、
楠
本
本
は
「
如
此
去
」
に
作
る
。

訓

読

文
振

程
子
を
擧
げ
て
曰
は
く
、
子
貢

皎
皎
の
行
を
爲
し
人
に
聞
こ
え
ん
こ
と
を
欲
す
る
者
な
れ
ば
、
夫
子

之
れ
に
告
ぐ

（
１
）

る
は
皆
な
篤
實
自
得
の
事
な
り
、
と
。
子
貢

發
問
の
節
次
あ
る
は
正
に
此
く
の
如
し
と
謂
ふ
、
と
。
曰
は
く
、
子
貢

平
日

（
２
）

此
の
意
思
有
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
這
の
一
章

却
つ
て
是
れ
他

大
段
平
實
に
し
て
了
は
る
。
蓋
し
渠
れ
「
己
を
行
い
て
恥

（
３
）

有
り
、
四
方
に
使
す
」
る
は
、
是
れ
些
小
の
事
な
ら
ざ
る
を
見
、
故
に
又
「
其
の
次
を
問
ふ
」
。
「
宗
族

孝
と
稱
し
、
鄕
党

弟
と
稱
す
」
に
至
り
て
は
、
他

亦
た
未
だ
敢
へ
て
自
ら
信
ぜ
ず
、
故
に
又
「
其
の
次
を
問
ふ
」
。
凡
そ
此
の
節
次
、
皆
な

是
れ
他
の
平
實
に
せ
放
め
去
き
て
工
夫
を
做
す
を
要
む
、
故
に
問
ふ
毎
に
皆
な
下
る
。
下
面
に
到
り
「
今
の
政
に
從
ふ
者
は

し

（
４
）

何
如
」
と
問
ふ
は
、
却
つ
て
是
れ
問
ひ
錯
り
了
は
る
。
聖
人
便
ち
「
何
ぞ
算
ふ
る
に
足
ら
ん
」
と
云
ひ
て
、
乃
是
ち
他
の
爲

に
截
斷
し
了
は
る
な
り
。
此
の
處

更
に
宜
し
く
細
看
す
べ
し
、
と
。
【
時
擧
】

（
５
）

口
語
訳

鄭
南
升
（
文
振
）
は
程
子
の
語
を
あ
げ
て
言
っ
た
、
「
「
子
貢
に
は
明
白
な
行
い
を
す
る
こ
と
で
、
他
人
か
ら
名
声
を
得
よ

う
と
す
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
が
、
孔
夫
子
が
子
貢
に
告
げ
た
の
は
、
み
な
篤
実
に
自
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
と
あ
り
ま
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四
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・
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す
が
、
子
貢
の
質
問
に
順
序
が
あ
る
の
を
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
で
す
ね
。
」
と
。

（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
子
貢
は
ふ
だ
ん
こ
の
よ
う
な
（
他
人
か
ら
名
声
を
得
よ
う
と
す
る
）
考
え
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し

こ
の
一
章
で
は
、
子
貢
は
大
い
に
平
易
着
実
で
あ
っ
た
。
思
う
に
子
貢
は
「
己
を
行
い
て
恥
有
り
、
四
方
に
使
す
」
と
い
う

の
は
、
些
小
な
こ
と
で
は
な
い
（
大
き
す
ぎ
る
）
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
さ
ら
に
「
其
の
次
を
問
う
」
と
し
た
。
「
宗
族

孝
と

称
し
、
郷
党

弟
と
称
す
」
に
つ
い
て
も
、
子
貢
は
自
信
が
持
て
ず
、
そ
れ
ゆ
え
さ
ら
に
「
其
の
次
を
問
う
」
と
し
た
。
そ

も
そ
も
こ
の
順
序
は
、
み
な
子
貢
が
平
易
着
実
な
も
の
に
さ
せ
て
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
だ
か
ら
質
問

の
た
び
に
み
な
卑
近
な
こ
と
に
及
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
最
後
に
「
今
の
政
に
従
う
者
は
何
如
」
と
質
問
し
た
の
は
、
か
え

っ
て
間
違
い
で
あ
っ
た
。
聖
人
孔
子
は
「
何
ぞ
算
う
る
に
足
ら
ん
」
と
い
っ
て
、
子
貢
の
た
め
に
問
答
を
打
ち
切
っ
た
。
こ

の
箇
所
は
い
っ
そ
う
細
や
か
に
読
む
べ
き
で
あ
る
。
」
と
。
【
潘
時
挙
録
】

注（
１
）
文
振
程
…
曰
は
く
―
「
文
振
」
は
、
鄭
南
升
の
こ
と
。
「
南
升
」
は
そ
の
字
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
１
・
３
／
四
三
・
三
］

条
に
既
出
（
そ
の
注
（
１
）
を
参
照
）
。

（
２
）
子
貢

皎
…
な
り
、
と
―
「
皎
皎
」
は
、
明
白
な
さ
ま
、
潔
白
な
さ
ま
を
い
う
。
「
子
貢
欲
爲
皎
皎
之
行
聞
於
人
者
、
夫
子

告
之
皆
篤
實
自
得
之
事
」
は
、
本
章
［
路

（

）
］
の
『
集
注
』
、
お
よ
び
『
論
語
精
義
』
に
も
引
く
が
、
現
存
す
る
二
程

15

20

の
著
作
に
は
見
え
な
い
。
土
田
健
次
郎
『
論
語
集
注
３
』
（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、
第
四
六
四
頁
）
で
は
、
こ
の
句
に
注
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し
て
「
現
在
は
子
罕
第
九
ま
で
し
か
な
い
程
頤
の
「
論
語
説
」
に
は
、
も
と
は
そ
れ
以
降
の
部
分
も
存
在
し
た
可
能
性
が
あ

る
」
云
々
と
い
う
。

（
３
）
然
れ
ど
…
了
は
る
―
「
大
段
」
は
、
大
い
に
、
非
常
に
、
の
意
。
例
え
ば
『
語
類
』
巻
一
〇
に
「
如
古
人
皆
用
竹
簡
、
除

非
大
段
有
力
底
人
方
做
得
。
」
と
あ
る
。
三
浦
國
雄
『
「
朱
子
語
類
」
抄
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
、
第
一
一
八

頁
を
参
照
。

（
４
）
皆
な
是
…
を
要
む
―
「
放
」
は
、
こ
こ
で
は
使
役
の
意
で
解
釈
し
た
。
張
相
『
詩
詞
曲
語
辞
滙
釈
』
巻
一
に
「
放
、
猶
教

也
、
使
也
」
と
あ
る
。

（
５
）
時
擧
―
「
時
擧
」
は
、
潘
時
挙
の
こ
と
。
「
訳
注
（
二
）
」
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を

参
照
）
。

［
路

（

）
・
４
／
四
三
・
四
八
］

15

20

本

文

子
貢
問
士
、
都
是
退
後
説
。
子
貢
看
見
都
不
是
易
事
、
又
問
其
次
。
子
貢
是
著
實
見
得
那
説
底
也
難
、
故
所
以
再
問
其
次
。

（
１
）

這
便
是
伊
川
所
謂
子
貢
欲
爲
皎
皎
之
行
、
夫
子
告
之
皆
篤
實
自
得
之
事
底
意
。
【
植
】
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校

勘

（
１
）
都
不
是
―
「
都
不
是
」
は
、
楠
本
本
は
「
都
也
是
不
是
」
に
作
る
。

訓

読

子
貢

士
を
問
ふ
は
、
都
て
是
れ
後
に
退
き
て
説
く
。
子
貢

都
て
是
れ
易
事
な
ら
ざ
る
を
看
見
し
、
又
「
其
の
次
を
問
ふ
」
。

（
１
）

子
貢

是
れ
著
實
に
那
の
説
の
也
た
難
き
を
見
得
し
、
故
に
其
の
次
を
再
問
す
る
所
以
な
り
。
這
れ
便
是
ち
伊
川
の
所
謂
る

子
貢

皎
皎
の
行
を
爲
し
、
夫
子

之
れ
に
告
ぐ
る
は
皆
な
篤
實
自
得
の
事
な
り
、
の
意
な
り
。
【
植
】

（
２
）

（
３
）

口
語
訳

子
貢
の
士
に
つ
い
て
の
質
問
は
、
す
べ
て
レ
ベ
ル
を
落
と
し
て
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
子
貢
は
（
そ
れ
に
対
す
る
孔
子
の

回
答
が
）
い
ず
れ
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
分
か
り
、
さ
ら
に
「
其
の
次
を
問
う
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
子
貢
は
本
当
に

孔
子
の
説
が
難
し
い
と
分
か
り
、
そ
れ
が
再
度
質
問
を
投
げ
か
け
た
理
由
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
程
頤
（
伊
川
）
の

い
う
「
子
貢
に
は
明
白
な
行
い
を
し
た
が
、
孔
夫
子
が
子
貢
に
告
げ
た
の
は
、
み
な
篤
実
に
自
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
」

の
意
味
で
あ
る
。
【
潘
植
録
】

注
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（
１
）
都
て
是
…
て
説
く
―
「
退
後
」
は
、
た
ん
に
後
方
に
退
く
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
思
想
的
な
含
意
が
あ
る
。

（
２
）
這
れ
便
…
意
な
り
―
「
子
貢
欲
爲
皎
皎
之
行
聞
於
人
者
、
夫
子
告
之
皆
篤
實
自
得
之
事
」
は
、
既
出
。
前
条
［
路
15

（

）
・
３
／
四
三
・
四
七
］
（
そ
の
注
（
２
）
を
参
照
）
。

20

（
３
）
植
―
「
植
」
は
、
潘
植
の
こ
と
。
「
訳
注
（
一
）
」
［
路
２
・
１
／
四
三
・
六
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
を
参
照
）
。

［
路

（

）
・
５
／
四
三
・
四
九
］

（
１
）

15

20

本

文

或
説
某
人
可
奉
使
。
云
、
子
貢
問
士
、
孔
子
告
之
云
云
。
伊
川
云
篤
實
自
得
之
事
。
謂
如
「
有
恥
」
「
不
辱
」
、
其
次
常
行
、

又
其
次
雖
小
人
亦
可
、
只
是
退
歩
意
思
。
如
「
使
乎
、
使
乎
」
意
、
則
是
深
厚
足
有
爲
者
。
又
如
行
三
軍
、
「
臨
事
而
懼
、

好
謀
而
成
」
、
此
八
字
極
有
意
。
然
言
之
謙
謙
氣
象
、
正
如
出
軍
之
「
憂
心
悄
悄
」
也
。
若
軒
然
自
表
於
衆
人
之
上
、
安
可

爲
將
。
如
孔
明
用
兵
如
此
、
然
未
嘗
謂
精
。
又
如
曹
公
賞
諫
烏
（
栢
）
〔
桓
〕
者
。
至
如
徐
禧
云
「
左
縈
右
拂
、
直
前
刺
之
、

（
２
）

一
歩
三
人
」
、
則
其
死
可
見
矣
。
狄
青
殺
伐
、
敗
之
而
已
。
「
至
於
太
原
」
、
出
境
而
止
。
段
穎
則
不
然
。
【
方
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
、
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。
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『
朱
子
語
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』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）

（
２
）
（
栢
）
〔
桓
〕
―
「
（
栢
）
〔
桓
〕
」
は
、
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
和
刻
本
は
「
栢
」
に
作
る
。
底
本
に
は
「
「
栢
」
、

各
本
均
誤
、
拠
三
國
志
武
帝
紀
注
改
。
「
諫
」
下
似
脱
「
征
」
字
」
と
の
校
勘
を
附
す
。

訓

読

或
ひ
と
某
人

奉
使
す
べ
き
を
説
く
。
云
ふ
、
子
貢

士
を
問
ひ
、
孔
子
之
に
告
げ
て
云
云
。
伊
川

篤
實
自
得
の
事
と
云
ふ
。

（
１
）

謂
へ
ら
く
、
「
恥
有
り
」
「
辱
め
ず
」
、
其
の
次
は
常
行
し
、
又
其
の
次
は
小
人
と
雖
も
亦
た
可
な
る
が
如
き
は
、
只
だ
是
れ

退
歩
す
る
の
意
思
の
み
。
「
使
ひ
な
る
か
な
、
使
ひ
な
る
か
な
」
の
意
の
如
き
は
、
則
是
ち
深
厚
に
し
て
爲
す
有
る
に
足
る

（
２
）

者
な
り
。
又
三
軍
を
行
ふ
が
如
き
は
、
「
事
に
臨
み
て
懼
れ
、
謀
を
好
み
て
成
す
」
、
此
の
八
字

極
め
て
意
有
り
。
然
し
て

（
３
）

言
の
謙
謙
た
る
氣
象
、
正
に
出
軍
の
「
憂
心
悄
悄
」
た
る
が
如
き
な
り
。
若
し
軒
然
と
し
て
自
ら
衆
人
の
上
に
表
す
れ
ば
、

（
４
）

安
ん
ぞ
將
と
爲
る
べ
け
ん
。
孔
明
の
兵
を
用
ふ
る
が
如
き
は
此
く
の
如
き
も
、
然
れ
ど
も
未
だ
嘗
て
精
と
謂
は
ず
。
又
曹
公

（
５
）

の
烏
桓
を
諫
む
る
者
を
賞
す
る
が
如
し
。
徐
禧
の
「
左
も
て
縈
め
右
も
て
拂
ひ
、
直
前
に
之
れ
を
刺
し
、
一
歩
す
る
に
三
人

（
６
）

た
り
」
と
云
ふ
が
如
き
に
至
り
て
は
、
則
ち
其
の
死

見
る
べ
し
。
狄
青
殺
伐
に
し
て
、
之
れ
を
敗
る
の
み
。
「
太
原
に
至

（
７
）

（
８
）

る
」
は
、
境
を
出
で
て
止
む
。
段
穎
は
則
ち
然
ら
ず
。
」
と
。
【
方
】

（
９
）

（
１
０
）

口
語
訳

あ
る
人
が
、
別
の
者
が
使
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
質
問
し
た
。
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（
朱
熹
が
）
い
っ
た
、
「
子
貢
が
士
に
つ
い
て
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
孔
子
は
子
貢
に
告
げ
て
云
々
と
あ
る
が
、
程
伊
川

（
頤
）
は
こ
れ
を
「
篤
実
に
自
得
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
。
「
（
己
を
行
う
に
）
恥
有
り
」
、
「
（
君
命
を
）
辱
め
ず
」

と
い
い
、
続
い
て
日
ご
ろ
行
う
こ
と
を
い
い
、
さ
ら
に
続
け
て
小
人
の
こ
と
だ
が
ま
あ
よ
ろ
し
い
と
い
っ
た
の
に
は
、
た
だ

レ
ベ
ル
を
下
げ
る
（
自
ら
の
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る
）
意
図
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
「
使
い
な
る
か
な
、
使
い
な
る
か
な
」

の
意
図
は
、
（
こ
の
使
者
を
）
奥
深
く
、
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
に
足
る
者
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
軍
を
動
か
す
よ
う

な
と
き
に
は
、
（
『
論
語
』
述
而
篇
に
い
わ
ゆ
る
）
「
事
に
臨
み
て
懼
れ
、
謀
を
好
み
て
成
す
」
の
八
字
に
、
と
り
わ
け
意
味
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
謙
虚
な
雰
囲
気
は
、
ま
さ
し
く
出
兵
す
る
と
き
の
「
憂
心
悄
悄
（
し
お
し
お
と
憂
い
に
ふ
け
る
）
」
さ

ま
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
も
高
圧
的
に
自
ら
衆
人
の
上
に
立
つ
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
将
帥
と
な
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
。
諸
葛
亮
（
孔
明
）
が
軍
隊
を
率
い
る
と
き
に
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
け
れ
ど
も
ま
だ
精
粋
で
あ
る

と
は
い
え
な
か
っ
た
。
ま
た
曹
操
が
烏
桓
を
（
征
伐
し
た
あ
と
に
）
戒
め
る
者
を
賞
賛
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
徐
禧
は

「
左
手
で
か
ら
め
右
手
で
は
ら
い
、
目
の
前
の
も
の
を
刺
し
殺
し
、
一
歩
あ
る
け
ば
三
人
を
退
け
る
（
よ
う
に
西
夏
を
容
易

に
打
ち
負
か
せ
る
）
」
と
（
相
手
を
見
く
び
っ
て
）
い
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
死
を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
狄
青
は
荒
々
し
く
、

西
夏
を
破
っ
た
。
「
（
玁
狁
を
薄
伐
せ
ん
）
太
原
に
至
る
」
は
、
国
境
か
ら
追
い
出
せ
ば
そ
れ
以
上
は
追
撃
し
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
段
穎
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
。
【
楊
方
録
】

注
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四
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（
中
嶋
・
志
村
）

（
１
）
伊
川
篤
…
と
云
ふ
―
「
篤
實
自
得
之
事
」
は
、
既
出
。
前
々
条
［
路

（

）
・
３
／
四
三
・
四
七
］
（
そ
の
注
（
２
）
を

15

20

参
照
）
。

（
２
）
「
使
ひ
な
…
如
き
は
―
「
使
乎
、
使
乎
」
は
、
『
論
語
』
憲
問
篇
第
二
六
章
に
「
蘧
伯
玉
使
人
於
孔
子
。
孔
子
與
之
坐
而
問

焉
。
曰
、
夫
子
何
爲
。
對
曰
、
夫
子
欲
寡
其
過
而
未
能
也
。
使
者
出
。
子
曰
、
使
乎
、
使
乎
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
又
三
軍
…
て
成
す
」
―
「
臨
事
而
懼
、
好
謀
而
成
」
は
、
『
論
語
』
述
而
篇
第
一
〇
章
に
「
子
謂
顏
淵
曰
、
用
之
則
行
、
舎

之
則
藏
、
唯
我
與
爾
有
是
夫
。
子
路
曰
、
子
行
三
軍
、
則
誰
與
。
子
曰
、
暴
虎
馮
河
、
死
而
無
悔
者
、
吾
不
與
也
。
必
也
臨

事
而
懼
、
好
謀
而
成
者
也
。
」
と
あ
る
。

（
４
）
正
に
出
…
き
な
り
―
「
憂
心
悄
悄
」
は
、
『
毛
詩
』
小
雅
・
出
車
に
「
我
出
我
車
、
于
彼
郊
矣
。
設
此
旐
矣
、
建
彼
旄
矣
。

彼
旟
旐
斯
、
胡
不
旆
旆
。
憂
心
悄
悄
、
僕
夫
況
瘁
。
」
と
あ
る
。
『
毛
詩
』
に
は
ま
た
、
邶
風
・
柏
舟
に
「
憂
心
悄
悄
、
慍
於

群
小
。
覯
閔
既
多
、
受
侮
不
少
。
靜
言
思
之
、
寤
辟
有
摽
。
」
と
も
あ
る
が
、
出
軍
（
出
征
）
の
憂
い
を
詠
ん
で
い
る
の
は

前
者
で
あ
る
。

（
５
）
孔
明
の
…
謂
は
ず
―
「
孔
明
」
は
、
諸
葛
亮
（
一
八
一
～
二
三
四
）
の
こ
と
。
三
国
蜀
の
建
国
者
で
あ
る
劉
備
の
創
業
を

助
け
、
そ
の
子
の
劉
禅
の
丞
相
と
し
て
補
佐
し
た
。
こ
こ
で
諸
葛
亮
の
ど
の
事
跡
を
指
し
て
い
る
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
あ

る
い
は
街
亭
の
戦
い
に
お
い
て
、
諸
葛
亮
の
指
示
を
無
視
し
て
敗
走
し
た
馬
謖
に
対
し
て
処
罰
を
下
す
と
と
も
に
、
適
任
者

を
選
ば
な
か
っ
た
自
ら
の
責
任
で
あ
る
と
述
べ
た
上
書
を
踏
ま
え
る
か
。
『
三
国
志
』
諸
葛
亮
伝
に
、
「
亮
抜
西
縣
千
餘
家
、

還
于
漢
中
、
戮
謖
以
謝
衆
。
上
疏
曰
、
臣
以
弱
才
、
叨
竊
非
據
、
親
秉
旄
鉞
以
厲
三
軍
、
不
能
訓
章
明
法
、
臨
事
而
懼
、
至
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有
街
亭
違
命
之
闕
、
箕
谷
不
戒
之
失
、
咎
皆
在
臣
授
任
無
方
。
臣
明
不
知
人
、
恤
事
多
闇
、
春
秋
責
帥
、
臣
職
是
當
。
請
自

貶
三
等
、
以
督
厥
咎
。
」
と
あ
る
。

（
６
）
又
曹
公
…
が
如
し
―
「
曹
公
」
は
、
曹
操
（
一
五
五
～
二
二
〇
）
の
こ
と
。
三
国
魏
の
実
質
的
な
創
建
者
。
「
諫
烏
（
栢
）

〔
桓
〕
者
」
は
、
北
方
の
異
民
族
烏
桓
を
征
伐
す
る
こ
と
に
踏
み
切
れ
な
い
曹
操
に
対
し
て
、
臣
下
の
郭
嘉
が
、
い
ま
こ
そ

遠
征
の
好
機
で
あ
る
と
諫
言
し
た
こ
と
を
指
す
。
曹
操
は
こ
の
諫
言
を
受
け
入
れ
、
烏
桓
を
征
伐
し
た
（
白
狼
山
の
戦
い
）

が
、
そ
の
後
曹
操
軍
が
帰
還
を
始
め
と
き
、
す
で
に
冬
に
か
か
っ
て
お
り
困
難
な
行
軍
に
な
っ
た
。
『
三
国
志
』
武
帝
本
紀

の
裴
松
之
注
に
引
く
『
曹
瞞
伝
』
に
は
、
「
時
寒
且
旱
、
二
百
里
無
復
水
、
軍
又
乏
食
、
殺
馬
數
千
匹
以
爲
糧
、
鑿
地
入
三

十
餘
丈
乃
得
水
。
既
還
、
科
問
前
諫
者
、
衆
莫
知
其
故
、
人
人
皆
懼
。
公
皆
厚
賞
之
曰
、
孤
前
行
、
乘
危
以
徼
倖
、
雖
得
之
、

天
所
佐
也
、
故
不
可
以
爲
常
。
諸
君
之
諫
、
萬
安
之
計
、
是
以
相
賞
、
後
勿
難
言
之
。
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
曹
操
が
、
臣

下
ら
の
諫
言
を
求
め
、
賞
賛
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
７
）
徐
禧
の
…
る
べ
し
―
「
徐
禧
」
（
一
〇
三
五
～
一
〇
八
二
）
は
、
北
宋
の
政
治
家
。
神
宗
の
信
頼
を
得
て
、
西
夏
へ
の
侵
攻

（
永
楽
城
の
戦
い
）
を
任
さ
れ
る
も
敗
北
し
戦
死
し
た
。
「
左
縈
右
拂
」
は
、
両
手
の
届
く
範
囲
で
、
容
易
に
こ
と
を
処
理

で
き
る
こ
と
を
い
う
。
『
史
記
』
楚
世
家
に
「
若
夫
泗
上
十
二
諸
侯
、
左
縈
而
右
拂
之
、
可
一
旦
而
盡
也
。
」
と
あ
る
。
徐
禧

は
西
夏
を
見
く
び
り
、
容
易
に
打
ち
負
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
豪
語
し
て
い
た
が
、
結
局
敗
戦
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。

司
馬
光
の
筆
記
『
涑
水
記
聞
』
巻
一
四
に
「
徐
禧
在
鄜
延
、
乘
勢
使
氣
、
常
言
、
用
此
精
兵
、
破
彼
羸
虜
、
左
縈
右
拂
、
直

前
刺
之
、
一
歩
可
取
三
級
。
諸
將
有
獻
策
者
、
禧
輒
大
笑
曰
、
妄
語
可
斬
。
虜
陣
未
成
、
高
永
能
請
擊
之
、
禧
曰
、
王
者
之
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師
、
豈
可
以
狙
詐
取
勝
邪
。
由
是
遂
敗
。
」
と
あ
る
。

（
８
）
狄
青
殺
…
る
の
み
―
「
狄
青
」
（
一
〇
〇
八
～
一
〇
五
七
）
は
、
北
宋
の
名
将
。
西
夏
と
の
戦
い
に
前
線
で
活
躍
し
、
大
き

な
戦
果
を
挙
げ
た
。

（
９
）
「
太
原
に
至
る
」
は
―
「
至
於
太
原
」
は
、
『
毛
詩
』
小
雅
・
六
月
に
、
「
薄
伐
玁
狁
、
至
于
大
原
」
と
あ
る
。

（

）
段
穎
は
…
然
ら
ず
―
「
段
穎
」
は
、
後
漢
末
期
に
活
躍
し
た
武
将
で
、
羌
族
を
鎮
圧
、
平
定
し
た
段
熲
（
？
～
一
七
九
）

10

を
指
す
か
。
段
熲
は
、
皇
甫
規
、
張
奐
と
と
も
に
、
北
方
の
安
定
に
功
績
を
あ
げ
た
涼
州
三
明
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
。
と

り
わ
け
段
熲
は
、
羌
族
を
鎮
圧
す
る
に
あ
た
り
徹
底
的
に
追
撃
し
、
殲
滅
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
例
え

ば
『
後
漢
書
』
段
熲
伝
に
「
熲
以
春
農
、
百
姓
布
野
、
羌
雖
暫
降
、
而
縣
官
無
廩
、
必
當
復
爲
盜
賊
、
不
如
乘
虚
放
兵
、
埶

必
殄
滅
」
と
あ
る
の
な
ど
を
参
照
。

（

）
方
―
「
方
」
は
、
楊
方
（
一
一
三
三
～
一
二
〇
八
）
の
こ
と
。
『
学
案
補
遺
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
三
〇
九
八
頁
・

11

『
年
攷
』
第
一
一
七
頁
・
『
門
人
』
第
二
六
七
頁
・
『
書
院
』
第
五
一
頁
。

（
［
路

（

）
・
１
／
四
三
・
三
九
］
～
［
路

（

）
・
５
／
四
三
・
四
九
］
条
担
当

中
嶋

諒
）

14

19

15

20

［
路

（

）
］

16

21
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不
得
中
行
而
與
之
章

（
１
）

○
子
曰
、
不
得
中
行
而
與
之
、
必
也
狂
狷
乎
。
狂
者
進
取
、
狷
者
有
所
不
爲
也
。
【
狷
、
音
絹
。
○
行
、
道
也
。
狂
者
、
志
極

高
而
行
不
掩
。
狷
者
、
知
未
及
而
守
有
餘
。
蓋
聖
人
本
欲
得
中
道
之
人
而
敎
之
、
然
既
不
可
得
、
而
徒
得
謹
厚
之
人
、
則
未
必
能

自
振
拔
而
有
爲
也
。
故
不
若
得
此
狂
狷
之
人
、
猶
可
因
其
志
節
、
而
激
厲
裁
抑
之
以
進
於
道
、
非
與
其
終
於
此
而
已
也
。
○
孟
子

曰
、
孔
子
豈
不
欲
中
道
哉
。
不
可
必
得
、
故
思
其
次
也
。
如
琴
張
、
曾
晳
、
牧
皮
者
、
孔
子
之
所
謂
狂
也
。
其
志
嘐
嘐
然
、
曰
、

古
之
人
、
古
之
人
。
夷
考
其
行
而
不
掩
焉
者
也
。
狂
者
又
不
可
得
、
欲
得
不
屑
不
潔
之
士
而
與
之
、
是
狷
也
、
是
又
其
次
也
。
】

校

勘

（
１
）
「
不
得
中
行
而
與
之
章
」
は
、
楠
本
本
に
は
、
「
不
」
字
の
前
に
「
子
曰
」
が
有
る
。

［
路

（

）
・
１
／
四
三
・
五
一
］

（
１
）

16

21

本

文

狂
者
、
知
之
過
。
狷
者
、
行
之
過
。
【
僴
】

校

勘
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（
１
）
本
条
は
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

狂
者
は
、
知
の
過
。
狷
者
は
、
行
の
過
。
【
僴
】

口
語
訳

狂
者
は
（
進
取
す
る
）
知
に
お
い
て
ゆ
き
過
ぎ
、
狷
者
は
（
廉
潔
な
）
行
い
に
お
い
て
ゆ
き
過
ぎ
る
。
【
沈
僴
録
】

注（
１
）
狂
者
は
…
行
の
過
―
「
狂
者
、
知
之
過
。
狷
者
、
行
之
過
。
」
は
、
同
様
の
議
論
が
『
論
語
或
問
』
巻
一
三
該
当
部
に

「
狂
者
過
於
識
、
狷
者
過
於
行
、
謝
氏
之
説
得
之
矣
。
」
と
あ
る
。
そ
の
「
謝
氏
之
説
」
は
、
『
論
語
精
義
』
巻
七
上
に
「
謝

曰
、
狂
者
有
躐
等
進
取
之
心
、
所
見
常
過
、
所
得
如
曾
晳
、
是
也
。
狷
者
過
於
不
爲
不
善
、
若
不
受
謝
於
嗟
來
、
其
狷
者
之

所
爲
乎
。
」
と
あ
る
。

（
２
）
僴
―
「
僴
」
は
、
沈
僴
。
字
は
荘
仲
、
瑞
安
府
永
嘉
県
（
浙
江
省
）
の
人
。
一
一
九
八
年
～
一
二
〇
〇
年
頃
、
朱
熹
に
師

事
。
『
学
案
』
巻
六
九
・
『
資
料
索
引
』
第
六
八
四
頁
・
『
年
攷
』
第
一
五
七
～
一
五
八
頁
・
『
門
人
』
第
八
八
頁
・
『
書
院
』

第
二
〇
六
頁
、
参
照
。
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［
路

（

）
・
２
／
四
三
・
五
二
］

16

21

本

文

問
不
得
中
行
而
與
之
一
段
。
曰
、
謹
厚
者
雖
是
好
人
、
無
益
於
事
、
故
有
取
於
狂
狷
。
然
狂
狷
者
又
各
墮
於
一
偏
。
中
道
之

人
、
有
狂
者
之
志
、
而
所
爲
精
密
。
有
狷
者
之
節
、
又
不
至
於
過
激
。
此
極
難
得
。
【
時
擧
】

（
１
）

校

勘

（
１
）
楠
本
本
は
、
「
時
擧
」
の
後
に
「
○
希
遜
同
」
と
あ
る
。

訓

読

「
中
行
を
得
て
之
れ
に
與
せ
ざ
れ
ば
」
の
一
段
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
謹
厚
な
る
者
は
是
れ
好
人
な
り
と
雖
も
、
事
に
益
無
く
、

故
に
狂
狷
に
取
る
有
り
。
然
れ
ど
も
狂
狷
な
る
者
は
又
各
お
の
一
偏
に
墮
す
。
中
道
の
人
は
、
狂
者
の
志
有
り
て
、
而
も
爲

す
所
精
密
た
り
。
狷
者
の
節
有
り
て
、
又
過
激
に
至
ら
ず
。
此
れ
極
め
て
得
難
し
、
と
。
【
時
擧
】

（
１
）

口
語
訳
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「
中
行
を
得
て
之
れ
に
与
せ
ざ
れ
ば
」
の
一
条
を
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
慎
み
深
く
重
厚
な
人
は
よ
い
人
で
は
あ
る
が
、
も
の
の
役
に
は
立
た
ず
、
そ
れ
ゆ
え
狂
者
や
狷

者
の
ほ
う
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
（
こ
と
に
な
る
）
。
し
か
し
狂
者
や
狷
者
も
お
の
お
の
偏
り
が
あ
る
。
中
道
の
人
は
、

狂
者
の
志
を
持
ち
な
が
ら
も
そ
の
行
い
は
用
意
周
到
で
あ
り
、
狷
者
の
節
義
は
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
い
て
過
激
に
は
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
得
難
い
の
だ
。
」
と
。
【
潘
時
挙
録
】

注（
１
）
時
擧
―
「
時
擧
」
は
、
潘
時
挙
。
［
路
３
・
１
／
四
三
・
一
〇
］
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
参
照
）
。

［
路

（

）
・
３
／
四
三
・
五
三
］

（
１
）

16

21

本

文

人
須
是
氣
魄
大
、
剛
健
有
立
底
人
、
方
做
得
事
成
。
而
今
見
面
前
人
、
都
恁
地
衰
、
做
善
都
做
不
力
。
便
做
惡
、
也
做
不
得

那
大
惡
、
所
以
事
事
不
成
。
故
孔
子
歎
、
不
得
中
行
而
與
之
、
必
也
狂
狷
乎
。
人
須
有
些
狂
狷
、
方
可
望
。
【
僴
】

校

勘
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（
１
）
本
条
は
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

人
は
是
れ
氣
魄
大
、
剛
健
に
し
て
立
つ
有
る
底
人
を
須
ち
て
、
方
め
て
事
を
做
し
得
て
成
る
な
り
。
而
今
面
前
の
人
を
見
る

の

（
１
）

に
、
都
て
恁
地
に
衰
へ
、
善
を
做
せ
ど
も
都
て
做
す
に
力
め
ず
。
便
ひ
惡
を
做
せ
ど
も
、
也
た
那
の
大
惡
を
も
做
し
得
ず
、

た
と

所
以
に
事
事
成
ら
ず
。
故
に
孔
子
歎
ず
、
「
中
行
を
得
て
之
れ
に
與
せ
ざ
れ
ば
、
必
ず
や
狂
狷
か
」
と
。
人
些
か
の
狂
狷
有

る
を
須
ち
て
、
方
め
て
望
む
可
し
。
【
僴
】

（
２
）

口
語
訳

人
は
気
概
が
大
き
く
、
力
強
く
確
乎
た
る
信
念
を
も
つ
人
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
事
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
。
（
し
か
し
）

今
、
こ
う
し
て
目
の
前
の
人
を
見
る
と
、
誰
も
が
こ
ん
な
に
も
衰
え
、
善
を
行
う
に
も
全
く
努
力
せ
ず
、
悪
を
行
な
う
に
し

て
も
何
ら
の
大
悪
事
を
も
為
し
得
な
い
か
ら
、
何
事
も
成
就
し
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
孔
子
は
「
中
行
を
得
て
之
れ
に
与
せ

ざ
れ
ば
、
必
ず
や
狂
狷
か
（
中
道
の
人
と
交
わ
れ
な
け
れ
ば
、
狂
者
や
狷
者
と
交
わ
る
よ
り
他
に
な
い
）
」
と
嘆
い
た
の
だ
。

人
は
い
く
ば
く
か
の
狂
狷
の
心
が
あ
っ
て
こ
そ
、
見
込
み
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
。
【
沈
僴
録
】

注



- 259 -

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）

（
１
）
剛
健
に
…
須
ち
て
―
「
剛
健
」
は
『
易
』
に
頻
出
し
、
「
乾
」
卦
に
「
大
哉
乾
乎
。
剛
健
中
正
、
純
粹
精
也
。
」
、
「
需
」

卦
・
彖
伝
に
、
「
需
、
須
也
。
險
在
前
也
、
剛
健
而
不
陷
、
其
義
不
困
窮
矣
。
」
、
「
大
有
」
卦
に
「
其
德
剛
健
而
文
明
、
應
乎

天
而
時
行
、
是
以
元
亨
。
」
、
「
大
畜
」
卦
・
彖
伝
に
「
大
畜
、
剛
健
篤
實
輝
光
、
日
新
其
德
。
」
と
あ
る
。

（
２
）
僴
―
「
僴
」
は
、
沈
僴
。
［
路

（

）
・
１
／
四
三
・
五
一
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
２
）
参
照
）
。

16

21

［
路

（

）
・
４
／
四
三
・
五
四
］

（
１
）

16

21

本

文

聖
人
不
得
中
行
而
與
之
、
必
求
狂
狷
者
、
以
狂
狷
者
尚
可
爲
。
若
郷
原
、
則
無
説
矣
。
今
之
人
、
纔
説
這
人
不
識
時
之
類
、

便
須
有
些
好
處
。
纔
説
這
人
圓
熟
識
體
之
類
、
便
無
可
觀
矣
。
【
楊
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

聖
人
「
中
行
を
得
て
之
れ
に
與
せ
ざ
れ
ば
」
、
必
ず
狂
狷
を
求
む
る
は
、
狂
狷
な
る
者
は
尚
ほ
爲
す
可
き
を
以
て
な
り
。
郷
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原
の
若
き
は
、
則
ち
説
く
こ
と
無
し
。
今
の
人
、
纔
か
に
這
の
人
は
時
を
識
ら
ざ
る
の
類
と
説
け
ば
、
便
ち
須
ら
く
些
か
好

（
１
）

處
有
る
べ
し
。
纔
か
に
這
の
人
は
圓
熟
し
て
體
を
識
る
の
類
と
説
け
ば
、
便
ち
觀
る
可
き
無
し
。
【
楊
】

（
２
）

口
語
訳

聖
人
孔
子
が
「
中
行
を
得
て
之
れ
に
与
せ
ざ
れ
ば
」
、
や
む
な
く
狂
狷
を
求
め
た
の
は
、
狂
狷
が
ま
だ
し
も
有
為
の
存
在

だ
か
ら
で
あ
る
。
（
見
か
け
上
の
善
人
で
あ
る
）
「
郷
原
」
な
ど
は
話
題
に
も
し
な
か
っ
た
。
今
の
人
が
、
「
こ
の
人
は
時
宜
を

わ
き
ま
え
て
い
な
い
」
と
言
え
ば
、
（
実
際
に
は
そ
の
人
は
）
い
く
ら
か
の
美
点
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
（
反
対
に
）
「
こ
の
人

は
円
熟
し
て
物
事
を
わ
き
ま
え
て
い
る
人
だ
」
と
言
え
ば
、
（
実
際
に
は
そ
の
人
は
）
大
し
た
こ
と
は
な
い
の
だ
。
【
楊
録
】

注（
１
）
郷
原
の
若
き
は
―
「
郷
原
」
は
、
『
論
語
』
陽
貨
篇
第
一
二
章
「
子
曰
、
鄉
原
、
德
之
賊
也
。
」
を
典
拠
と
す
る
語
。
た
だ
、

朱
熹
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
本
章
「
不
得
中
行
而
與
之
、
必
也
狂
狷
乎
。
」
に
も
言
及
す
る
、
『
孟

子
』
尽
心
下
篇
第
三
七
章
で
あ
ろ
う
。
そ
の
該
当
部
分
は
「
孟
子
曰
、
孔
子
不
得
中
道
而
與
之
、
必
也
狂
獧
乎
。
狂
者
進
取
、

獧
者
有
所
不
爲
也
。
孔
子
豈
不
欲
中
道
哉
。
不
可
必
得
、
故
思
其
次
也
。
…
…
曰
、
其
志
嘐
嘐
然
、
曰
、
古
之
人
、
古
之
人
。

夷
考
其
行
而
不
掩
焉
者
也
。
狂
者
又
不
可
得
、
欲
得
不
屑
不
潔
之
士
而
與
之
、
是
獧
也
、
是
又
其
次
也
。
…
…
閹
然
媚
於
世

也
者
、
是
鄉
原
也
。
…
…
曰
、
非
之
無
舉
也
、
刺
之
無
刺
也
。
同
乎
流
俗
、
合
乎
汙
世
。
居
之
似
忠
信
、
行
之
似
廉
潔
。
衆
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皆
悦
之
、
自
以
爲
是
、
而
不
可
與
入
堯
舜
之
道
、
故
曰
、
德
之
賊
也
。
」
で
あ
る
。

（
２
）
楊
―
「
楊
」
は
、
未
詳
。
「
楊
」
姓
の
門
人
に
つ
い
て
は
、
［
路
３
・
５
／
四
三
・
一
四
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
１
）
参

照
）
。
諱
が
「
楊
」
の
記
録
者
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
「
包
揚
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
か
。

［
路

（

）
・
５
／
四
三
・
五
五
］

16

21

本

文

問
、
狂
狷
集
注
云
、
善
人
胡
爲
亦
不
及
狷
者
。
曰
、
善
人
只
循
循
自
守
、
據
見
定
、
不
會
勇
猛
精
進
。
循
規
蹈
矩
則
有
餘
、

（
１
）

責
之
以
任
道
則
不
足
。
【
淳
錄
下
云
、
故
無
可
望
。
】
狷
者
雖
非
中
道
、
然
這
般
人
終
是
有
筋
骨
。
【
淳
錄
作
骨
肋
。
】
其
志
孤

（
２
）

（
３
）

（
４
）

介
、
知
善
之
可
爲
而
爲
之
、
知
不
善
之
不
可
爲
而
不
爲
、
直
是
有
節
操
。
狂
者
志
氣
激
昂
。
聖
人
本
欲
得
中
道
而
與
之
、
晩

（
５
）

年
磨
來
磨
去
、
難
得
這
般
恰
好
底
人
。
如
狂
狷
、
尚
可
因
其
有
爲
之
資
、
裁
而
歸
之
中
道
。
【
道
夫
錄
云
、
得
聖
人
裁
抑
之
、

（
６
）

則
狂
者
不
狂
、
狷
者
不
狷
矣
。
淳
錄
云
、
末
年
無
奈
何
、
方
思
此
等
人
。
可
見
道
之
窮
矣
。
問
、
何
謂
狂
。
曰
、
介
然
有
守

（
７
）

也
。
】
且
如
孔
門
只
一
箇
顏
子
如
此
純
粹
。
【
道
夫
錄
作
、
合
下
天
資
純
粹
。
】
到
曾
子
、
【
道
夫
錄
、
有
氣
質
字
。
】
便
過
於
剛
、

（
８
）

（
９
）

與
孟
子
相
似
。
世
衰
道
微
、
人
欲
橫
流
、
若
不
是
剛
介
有
脚
跟
底
人
、
定
立
不
住
。
漢
文
帝
謂
之
善
人
、
武
帝
却
有
狂
氣
象
。

（
１
０
）

（
１
１
）

陸
子
靜
省
試
策
、
世
謂
文
帝
過
武
帝
、
愚
謂
武
帝
勝
文
帝
。
其
論
雖
偏
、
容
有
此
理
。
文
帝
天
資
雖
美
、
然
止
此
而
已
。

（
１
２
）

【
道
夫
錄
云
、
若
責
之
以
行
聖
人
之
道
、
則
必
不
能
、
蓋
他
自
安
於
此
。
觀
其
言
曰
、
卑
之
、
無
甚
高
論
、
令
今
可
行
也
。
】
武

（
１
３
）

（
１
４
）
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帝
多
有
病
痛
、
然
天
資
高
、
足
以
有
爲
。
使
合
下
得
眞
儒
補
佐
它
、
豈
不
大
可
觀
。
惜
乎
、
輔
非
其
人
、
不
能
勝
其
多
欲
之

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

私
、
做
從
那
邊
去
了
。
末
年
天
下
虛
耗
、
其
去
亡
秦
無
幾
。
然
它
自
追
悔
、
亦
其
天
資
高
也
。
如
與
衞
青
言
、
若
後
世

又
爲
朕
所
爲
、
是
襲
亡
秦
之
迹
。
太
子
厚
重
好
靜
。
欲
求
守
文
之
主
、
安
有
賢
於
太
子
者
乎
。
見
得
它
知
過
處
。
胡
氏
謂
、

（
１
８
）
（
１
９
）

武
帝
能
以
仲
舒
爲
相
、
汲
黯
爲
御
史
大
夫
、
豈
不
善
乎
。
【
㝢
。
道
夫
錄
、
淳
錄
同
。
】

（
２
０
）

（
２
１
）

校

勘

（
１
）
問
―
楠
本
本
に
は
、
「
問
」
字
の
前
に
「
寓
」
が
有
る
。

（
２
）
淳
錄
下
…
無
可
望
―
楠
本
本
に
は
「
淳
錄
下
云
、
故
無
可
望
。
」
が
無
い
。

（
３
）
非
―
和
刻
本
は
、
「
非
」
を
「
道
」
に
作
る
。

（
４
）
淳
錄
作
骨
肋
―
楠
本
本
は
、
「
淳
錄
作
骨
肋
。
」
が
無
い
。

（
５
）
而
爲
之
…
氣
激
昂
―
楠
本
本
は
、
「
而
爲
之
、
知
不
善
之
不
可
爲
而
不
爲
、
直
是
有
節
操
。
狂
者
志
氣
激
昂
。
」
が
無
い
。

（
６
）
道
夫
錄
…
資
純
粹
―
楠
本
本
は
、
「
道
夫
錄
云
、
得
聖
人
裁
抑
之
、
則
狂
者
不
狂
、
狷
者
不
狷
矣
。
淳
錄
云
、
末
年
無
奈

何
、
方
思
此
等
人
、
可
見
道
之
窮
矣
。
問
、
何
謂
狂
。
曰
、
介
然
有
守
也
。
」
が
無
い
。

（
７
）
淳
―
正
中
書
局
本
・
和
刻
本
・
朝
鮮
整
版
本
は
、
「
淳
」
字
の
前
に
「
○
」
が
有
る
。

（
８
）
道
夫
錄
…
資
純
粹
―
楠
本
本
は
、
「
道
夫
錄
作
、
合
下
天
資
純
粹
。
」
が
無
い
。

（
９
）
道
夫
錄
…
氣
質
字
―
楠
本
本
は
、
「
道
夫
錄
、
有
氣
質
字
。
」
が
無
い
。
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（

）
文
―
楠
本
本
は
、
「
文
」
字
の
前
に
「
之
」
が
有
る
。

10
（

）
氣
―
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
楠
本
本
は
、
「
氣
」
字
の
前
に
「
底
」
が
有
る
。

11
（

）
世
―
楠
本
本
は
、
「
世
」
が
無
い
。

12
（

）
道
夫
錄
…
可
行
也
―
楠
本
本
は
、
「
道
夫
錄
云
、
若
責
之
以
行
聖
人
之
道
、
則
必
不
能
、
蓋
他
自
安
於
此
。
觀
其
言
曰
、

13
卑
之
、
無
甚
高
論
、
令
今
可
行
也
。
」
が
無
い
。

（

）
他
―
朝
鮮
整
版
本
は
、
「
他
」
を
「
它
」
に
作
る
。

14
（

）
使
―
楠
本
本
は
、
「
使
」
を
「
便
」
に
作
る
。

15
（

）
眞
―
楠
本
本
は
、
「
眞
」
字
の
前
に
「
个
」
が
有
る
。

16
（

）
乎
―
正
中
書
局
本
・
和
刻
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
楠
本
本
は
、
「
乎
」
を
「
夫
」
に
作
る
。

17
（

）
爲
―
正
中
書
局
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
楠
本
本
は
、
「
爲
」
を
「
如
」
に
作
る
。

18
（

）
所
―
楠
本
本
は
、
「
所
」
字
の
前
に
「
之
」
が
有
る
。

19
（

）
道
夫
錄
―
正
中
書
局
本
・
和
刻
本
・
朝
鮮
整
版
本
・
楠
本
本
は
、
「
道
」
字
の
前
に
「
○
」
が
有
る
。
楠
本
本
は
、
「
錄
」

20
字
の
後
に
「
略
」
が
有
る
。

（

）
淳
錄
同
―
楠
本
本
は
、
「
淳
錄
同
。
」
が
無
い
。

21
訓

読
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「
狂
狷
」
の
集
注
を
問
ふ
て
、
善
人
胡
爲
れ
ぞ
亦
た
狷
者
に
及
ば
ざ
る
と
云
ふ
。
曰
は
く
、
善
人
は
只
だ
循
循
と
し
て
自
ら

（
１
）

守
り
、
見
定
に
據
り
、
勇
猛
精
進
す
會
か
ら
ず
。
規
に
循
ひ
矩
を
蹈
め
ば
則
ち
餘
り
有
る
も
、
之
れ
を
責
む
る
に
道
に
任
ず

（
２
）

べ

る
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
足
ら
ず
。
【
淳
錄
は
下
に
、
故
に
望
む
可
き
無
し
と
云
ふ
。
】
狷
者
は
中
道
に
非
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど

（
３
）

も
這
般
の
人
終
ひ
に
是
れ
筋
骨
有
る
な
り
。
【
淳
錄
は
骨
肋
に
作
る
。
】
其
の
志
孤
介
、
善
の
爲
す
可
き
を
知
り
て
之
れ
を
爲

し
、
不
善
の
爲
す
可
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
爲
さ
ざ
る
は
、
直
だ
是
れ
節
操
有
る
な
り
。
狂
者
は
志
氣
激
昂
す
。
聖
人
本
と
中

道
を
得
て
之
れ
に
與
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
晩
年
磨
き
來
た
り
て
磨
き
去
き
、
這
般
の
恰
好
底
人
を
得
難
し
。
狂
狷
の
如
き
は
、

の

尚
ほ
其
の
爲
す
有
る
の
資
に
因
り
て
、
裁
ち
て
之
れ
を
中
道
に
歸
す
可
し
。
【
道
夫
錄
に
云
ふ
、
聖
人
之
れ
を
裁
抑
す
る
を
得

（
４
）

（
５
）

れ
ば
、
則
ち
狂
者
は
狂
な
ら
ず
、
狷
者
は
狷
な
ら
ず
、
と
。
淳
錄
に
云
ふ
、
末
年
に
は
奈
何
と
も
す
る
無
く
、
方
め
て
此
れ
等
の

人
を
思
ふ
。
道
の
窮
ま
れ
る
を
見
る
可
し
、
と
。
問
ふ
、
何
を
か
狂
と
謂
ふ
、
と
。
曰
は
く
、
介
然
と
し
て
守
る
有
る
な
り
、

と
。
】
且
如
へ
ば
孔
門
に
は
只
だ
一
箇
の
顏
子
の
み
此
く
の
如
く
純
粹
な
り
。
【
道
夫
錄
は
合
下
に
天
資
純
粹
に
作
る
。
】
曾
子

に
到
れ
ば
、
【
道
夫
錄
に
は
氣
質
の
字
有
り
。
】
便
ち
剛
に
過
ぎ
、
孟
子
と
相
ひ
似
る
。
世
衰
へ
道
微
か
に
し
て
、
人
欲
橫
流

す
る
に
、
若
し
是
れ
剛
介
に
し
て
脚
跟
有
る
底
人
な
ら
ざ
れ
ば
、
定
立
し
て
住
せ
ず
。
漢
の
文
帝
は
之
れ
を
善
人
と
謂
ひ
、

（
６
）

（
７
）

武
帝
は
却
つ
て
狂
の
氣
象
有
り
。
陸
子
靜
の
省
試
策
に
、
世
に
文
帝
は
武
帝
に
過
ぐ
と
謂
ふ
も
、
愚
謂
へ
ら
く
、
武
帝
は
文

（
８
）

帝
に
勝
れ
り
、
と
。
其
の
論
偏
な
り
と
雖
も
、
容
に
此
の
理
有
る
べ
し
。
文
帝
は
天
資
美
な
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
此
こ
に

（
９
）

止
ま
る
の
み
。
【
道
夫
錄
に
云
ふ
、
若
し
之
れ
を
責
む
る
に
聖
人
の
道
を
行
ふ
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
必
ず
能
は
ず
、
蓋
し
他
自

ら
此
こ
に
安
ん
ぜ
ん
。
其
の
言
を
觀
る
に
、
曰
は
く
、
之
れ
を
卑
く
せ
よ
、
甚
だ
し
く
は
高
論
す
る
こ
と
無
か
れ
、
今
行
ふ
可
か
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ら
し
む
る
な
り
、
と
。
】
武
帝
は
多
く
病
痛
有
り
、
然
れ
ど
も
天
資
高
く
、
以
て
爲
す
有
る
に
足
る
。
使
し
合
下
に
眞
儒
を

（
１
０
）

得
て
它
を
補
佐
す
れ
ば
、
豈
に
大
い
に
觀
る
可
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
惜
し
い
か
な
、
輔
は
其
の
人
に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
多
欲
の

私
に
勝
つ
能
は
ず
、
做
し
て
那
邊
に
從
ひ
て
去
き
了
は
る
。
末
年
に
天
下
虛
耗
し
、
其
れ
亡
秦
を
去
る
こ
と
幾
ば
く
も
無
し
。

む
か

然
れ
ど
も
它
自
ら
追
悔
す
る
は
、
亦
た
其
の
天
資
高
き
な
り
。
衞
青
の
與
に
、
若
し
後
世
又
朕
の
爲
す
所
を
爲
せ
ば
、
是
れ

亡
秦
の
迹
を
襲
ふ
な
り
。
太
子
は
厚
重
に
し
て
靜
を
好
む
。
守
文
の
主
た
ら
ん
と
欲
求
す
れ
ば
、
安
ん
ぞ
太
子
よ
り
賢
れ
る

者
あ
ら
ん
や
、
と
言
ふ
が
如
き
は
、
它
の
知
の
過
ぐ
る
處
を
見
得
す
。
胡
氏
謂
ふ
、
武
帝
能
く
仲
舒
を
以
て
相
と
爲
し
、
汲

（
１
１
）

黯
を
御
史
大
夫
と
爲
す
、
豈
に
善
か
ら
ざ
ら
ん
や
、
と
、
と
。
【
㝢
。
道
夫
錄
は
淳
錄
に
同
じ
。
】

（
１
２
）

（
１
３
）

口
語
訳

「
狂
狷
」
に
つ
い
て
の
（
朱
熹
の
）
『
集
注
』
に
、
「
善
人
は
な
ぜ
狷
者
に
及
ば
な
い
の
か
」
と
あ
る
の
を
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
善
人
は
順
序
正
し
く
自
ら
（
理
を
）
守
り
、
お
ざ
な
り
で
あ
っ
て
、
勇
ま
し
く
一
心
不
乱
に
努

力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
規
範
を
守
る
に
は
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
で
は
あ
る
が
、
自
ら
に
引
き
受
け
て
道
を
担
う
に
は
も
の

足
り
な
い
。
【
陳
淳
の
記
録
で
は
続
け
て
「
ゆ
え
に
見
込
み
が
な
い
」
。
】
狷
者
は
中
道
を
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
人
は
結
局
は
芯
が
あ
る
の
だ
。
【
陳
淳
の
記
録
で
は
「
骨
肋
（
気
概
）
」
に
作
る
。
】
そ
の
志
は
気
高
く
、
善
は
行
う
べ
き
だ

と
知
っ
て
行
い
、
不
善
は
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
知
っ
て
行
わ
ず
、
と
も
か
く
も
節
義
を
守
る
。
狂
者
は
志
気
が
激
し
く
高

ぶ
っ
て
い
る
。
聖
人
（
孔
子
）
は
は
じ
め
中
道
の
人
を
得
て
仲
間
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
晩
年
に
は
様
々
な
困
難
に
直
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面
す
る
な
か
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
人
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
狂
者
や
狷
者
な
ど
は
、
ま
だ
し
も
大
き
な
仕
事
が
で
き
る

資
質
が
あ
る
の
で
、
行
き
過
ぎ
を
抑
え
て
中
道
に
立
ち
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
【
楊
道
夫
の
記
録
で
は
「
聖
人
が
行
き
過

ぎ
を
抑
え
れ
ば
、
狂
者
は
狂
で
な
く
な
り
、
狷
者
は
狷
で
な
く
な
る
」
。
陳
淳
の
記
録
で
は
、
「
（
孔
子
の
）
晩
年
は
（
中
道
の
人

を
求
め
よ
う
に
も
）
ど
う
に
も
手
立
て
が
な
く
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
こ
う
し
た
（
狂
狷
の
）
人
々
の
こ
と
を
考
え
た
の
だ
。
道
が

窮
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
」
と
。
問
う
た
、
「
ど
う
い
う
人
を
狂
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。
（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
動
揺

せ
ず
に
守
る
節
義
が
あ
る
（
人
の
こ
と
な
）
の
だ
」
と
。
】
た
と
え
ば
孔
子
門
下
で
は
顔
子
た
だ
一
人
が
こ
の
よ
う
に
純
粋
で
あ

っ
た
。
【
楊
道
夫
の
記
録
で
は
「
そ
も
そ
も
天
性
が
純
粋
で
あ
っ
た
」
。
】
曽
子
【
楊
道
夫
の
記
録
で
は
「
（
の
）
気
質
」
と
続

く
。
】
に
な
る
と
、
剛
直
に
過
ぎ
て
、
孟
子
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
（
し
か
し
）
世
が
衰
え
、
道
が
見
え
に
く
く
な
り
、
人
々

が
人
欲
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
剛
直
で
確
乎
た
る
（
信
念
を
も
っ
た
）
人
で
も
な
け
れ
ば
動
揺
せ
ず
に
は
お
れ
ま

い
。
漢
の
文
帝
は
善
人
と
言
え
る
が
、
武
帝
は
と
い
え
ば
「
狂
」
（
の
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る
人
物
）
だ
。
陸
子
静
（
九
淵
）

の
会
試
の
解
答
に
「
一
般
に
は
文
帝
は
武
帝
以
上
だ
が
、
私
は
武
帝
は
文
帝
に
勝
る
と
思
う
」
と
あ
る
。
そ
の
議
論
に
は
偏

り
が
あ
る
が
、
こ
の
道
理
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
文
帝
は
生
来
の
資
質
は
優
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
【
楊
道

夫
の
記
録
で
は
「
仮
に
聖
人
の
道
の
実
践
を
自
ら
に
課
そ
う
に
も
到
底
不
可
能
で
あ
っ
て
、
彼
（
文
帝
）
は
現
状
に
甘
ん
ず
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
（
張
釈
之
へ
の
）
発
言
を
み
る
と
、
「
（
発
言
を
）
謙
虚
に
せ
よ
、
は
な
は
だ
し
く
は
高
論
せ
ず
、
現
状
に
即
し
て

実
践
せ
よ
」
と
あ
る
」
。
】
武
帝
は
欠
点
が
多
い
が
、
生
来
の
資
質
に
富
ん
で
い
て
、
大
き
な
仕
事
を
す
る
に
十
分
で
あ
る
。

も
し
始
め
か
ら
真
正
の
儒
者
が
彼
を
補
佐
し
て
い
れ
ば
、
（
そ
の
治
世
は
）
大
変
素
晴
ら
し
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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（
実
際
に
は
）
残
念
な
が
ら
補
佐
役
は
適
任
者
で
は
な
く
、
（
武
帝
は
）
そ
の
欲
望
多
き
私
心
に
打
ち
勝
て
ず
、
好
き
勝
手
に

し
て
あ
ら
ぬ
方
向
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
晩
年
に
は
天
下
は
消
耗
し
て
し
ま
い
、
秦
滅
亡
の
時
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
彼
が
自
発
的
に
後
悔
し
た
の
は
、
や
は
り
生
来
資
質
に
富
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
衛
青
に
言
う
に
は
、

「
も
し
後
世
、
再
び
朕
と
同
じ
こ
と
を
す
る
な
ら
、
秦
滅
亡
の
二
の
舞
と
な
ろ
う
。
（
戻
）
太
子
は
重
厚
で
落
ち
着
き
を
好

む
。
文
を
守
る
君
主
た
ら
ん
と
す
れ
ば
、
太
子
以
上
に
賢
明
な
者
な
ど
出
る
は
ず
も
な
い
。
」
と
。
（
こ
こ
に
）
彼
の
突
出
し

た
洞
察
力
が
う
か
が
え
る
。
胡
（
寅
）
氏
は
い
っ
た
、
「
武
帝
が
董
仲
舒
を
宰
相
と
し
、
汲
黯
を
御
史
大
夫
と
し
た
の
は
、

何
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
」
と
」
。
【
徐
㝢
録
。
楊
道
夫
の
記
録
と
陳
淳
の
記
録
は
同
じ
。
】

注（
１
）
狂
狷
の
…
を
問
ふ
―
「
善
人
胡
爲
亦
不
及
狷
者
」
は
、
現
行
の
『
論
語
集
注
』
に
は
な
い
。

（
２
）
見
定
に
據
り
―
「
據
見
定
」
は
、
「
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
適
当
に
、
お
ざ
な
り
に
。
」
（
『
朱
子
語
類

訳
注

巻
１
１
９

～
１
２
１
』
垣
内
景
子
編
・
訓
門
人
研
究
会
訳
注
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
第
二
四
七
頁
）
の
意
が
あ
る
。

（
３
）
淳
錄
は
下
に
―
「
淳
」
は
、
陳
淳
。
［
路
３
・
１
１
／
四
三
・
二
〇
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
参
照
）
。

（
４
）
裁
ち
て
…
す
可
し
―
「
裁
而
歸
之
中
道
」
は
、
『
論
語
』
公
冶
長
篇
第
二
二
章
「
歸
與
、
歸
與
、
吾
黨
之
小
子
狂
簡
、
斐

然
成
章
、
不
知
所
以
裁
之
。
」
と
、
そ
の
朱
注
「
又
不
得
中
行
之
士
而
思
其
次
、
以
爲
狂
士
志
意
高
遠
、
猶
或
可
與
進
於
道

也
。
但
恐
其
過
中
失
正
、
而
或
陷
於
異
端
耳
、
故
欲
歸
而
裁
之
也
。
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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（
５
）
道
夫
錄
に
云
ふ
―
「
道
夫
」
は
、
楊
道
夫
。
建
寧
府
浦
城
県
（
福
建
省
）
の
人
。
字
は
仲
思
。
楊
与
立
の
従
弟
。
朱
熹
よ

り
『
易
』
『
詩
』
『
礼
』
を
授
け
ら
れ
た
。
一
一
八
九
～
一
一
九
二
年
頃
、
朱
熹
に
師
事
。
『
学
案
』
巻
六
九
、
『
学
案
補
遺
』

巻
六
九
、
『
年
攷
』
第
一
二
四
～
一
二
九
頁
、
『
門
人
』
第
一
八
八
頁
、
『
伝
記
索
引
』
第
三
一
八
四
～
三
一
八
五
頁
参
照
。

（
６
）
且
如
へ
…
住
せ
ず
―
「
且
如
孔
門
只
一
箇
顏
子
如
此
純
粹
。
到
曾
子
、
便
過
於
剛
、
與
孟
子
相
似
。
世
衰
道
微
、
人
欲
橫

流
、
若
不
是
剛
介
有
脚
跟
底
人
、
定
立
不
住
。
」
は
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
『
語
類
』
巻
九
三
・
第
二
二
条
に
、
「
孔
門
只
一
箇

顏
子
合
下
天
資
純
粹
。
到
曾
子
、
便
過
於
剛
、
與
孟
子
相
似
。
世
衰
道
微
、
人
欲
橫
流
、
不
是
剛
勁
有
脚
跟
底
人
、
定
立
不

住
。
【
淳
】
」
と
あ
る
。

（
７
）
漢
の
文
…
と
謂
ひ
―
「
文
帝
」
は
、
前
漢
第
三
代
皇
帝
文
帝
の
こ
と
。
名
は
恒
。
字
は
常
。
諡
号
は
孝
文
皇
帝
。
父
は
高

祖
・
劉
邦
、
母
は
薄
姫
。
呂
氏
政
権
打
倒
後
、
請
わ
れ
て
代
王
か
ら
即
位
。
常
に
民
衆
の
生
活
に
配
慮
し
、
農
業
政
策
に
力

を
注
ぎ
、
宮
刑
を
除
く
肉
刑
を
廃
す
る
な
ど
し
た
。
『
漢
書
』
巻
四
参
照
。

（
８
）
武
帝
は
…
象
有
り
―
「
武
帝
」
は
、
前
漢
第
五
代
皇
帝
武
帝
の
こ
と
。
名
は
徹
。
字
は
通
。
諡
号
は
孝
武
皇
帝
。
父
は
第

四
代
皇
帝
景
帝
。
五
十
四
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
帝
位
に
あ
っ
た
。
在
位
中
は
匈
奴
や
西
域
、
呉
越
・
交
趾
、
朝
鮮
な
ど
、

四
方
に
積
極
的
に
外
征
を
行
い
、
漢
王
朝
の
極
盛
期
を
現
出
す
る
。
ま
た
董
仲
舒
を
起
用
し
て
民
衆
教
化
に
力
を
注
ぎ
、
儒

教
国
教
化
の
基
礎
を
築
い
た
。
晩
年
は
巫
蠱
の
乱
に
よ
り
、
皇
太
子
の
據
（
戻
太
子
）
が
自
害
に
追
い
込
ま
れ
た
（
後
出
注

（

）
も
参
照
）
。
『
漢
書
』
巻
六
参
照
。

11

（
９
）
陸
子
靜
…
れ
り
と
―
「
陸
子
靜
」
は
、
陸
九
淵
（
象
山
、
一
一
三
九
～
一
一
九
二
）
。
「
省
試
策
」
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
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『
象
山
全
集
』
巻
三
一
・
程
文
の
「
問
漢
文
武
之
治
」
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
こ
こ
に
は
朱
熹
の
引
く
言
葉
は
見
ら
れ
ず
、

内
容
的
に
も
漢
の
文
帝
と
武
帝
の
「
失
」
を
論
じ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
武
帝
が
文
帝
に
勝
れ
る
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
に
は
科
挙
の
程
文
（
解
答
文
）
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
の
明
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
会
試
の
模

範
的
程
文
を
載
せ
た
「
会
試
録
」
に
お
い
て
は
、
も
と
の
程
文
の
文
章
の
誤
り
や
、
不
敬
の
語
が
あ
っ
た
場
合
、
試
験
官
が

処
罰
さ
れ
る
た
め
、
受
験
生
の
程
文
に
手
を
加
え
た
も
の
を
掲
載
し
た
と
さ
れ
る
（
鶴
成
久
章
『
王
陽
明
と
そ
の
時
代
―
―

中
国
近
世
の
科
挙
文
化
と
読
書
人
』
研
文
出
版
、
二
〇
二
五
年
、
第
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
参
照
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
一
つ

の
可
能
性
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
事
情
が
南
宋
期
に
も
あ
っ
て
、
（
『
象
山
全
集
』
所
収
の
）
陸
九
淵
本
人
の
解
答
に
幾
分
か

手
が
加
わ
っ
た
文
章
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
が
「
程
文
」
と
し
て
「
省
試
録
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（

）
之
れ
を
…
き
な
り
―
「
卑
之
、
無
甚
高
論
、
令
今
可
行
也
。
」
は
、
『
漢
書
』
巻
五
〇
で
、
張
釈
之
が
「
便
宜
の
事
」
を
述

10
べ
た
こ
と
を
承
け
て
の
文
帝
の
発
言
に
そ
の
ま
ま
見
え
る
。
朱
熹
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
発
言
者
文
帝
自
身
の
姿
勢
を
も
示
し

た
こ
と
に
な
る
。

（

）
衞
青
の
…
ら
ん
や
―
「
衞
青
」
は
、
前
漢
の
将
軍
（
？
～
前
一
〇
六
）
。
字
は
仲
卿
。
河
東
平
陽
の
人
。
若
き
日
に
は
羊

11
を
牧
し
て
卑
し
ま
れ
た
が
、
姉
・
子
夫
が
武
帝
に
寵
愛
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
宮
中
に
入
り
、
後
、
武
帝
に
抜
擢
さ
れ
て
車
騎

将
軍
に
な
り
、
対
匈
奴
戦
に
活
躍
。
甥
の
霍
去
病
と
と
も
に
大
司
馬
に
昇
進
。
長
平
侯
に
封
ぜ
ら
る
。
『
漢
書
』
巻
五
五
参

照
。
「
若
後
世
又
爲
朕
所
爲
、
云
々
」
は
、
北
宋
・
司
馬
光
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
に
見
え
る
。
衛
皇
后
、
す
な
わ
ち
衛
青

の
姉
・
子
夫
が
武
帝
か
ら
の
寵
愛
の
衰
え
を
感
じ
て
い
る
と
き
、
そ
の
不
安
を
打
ち
消
す
意
図
で
発
せ
ら
れ
た
帝
の
発
言
で

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
太
子
」
、
す
な
わ
ち
戻
太
子
（
名
は
據
）
こ
そ
他
な
ら
ぬ
、
後
の
「
巫
蠱
の
乱
」
の
主
役
な
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
伝
は
『
漢
書
』
巻
六
三
参
照
。

（

）
胡
氏
謂
…
や
、
と
―
「
胡
氏
曰
、
武
帝
能
以
仲
舒
爲
相
、
汲
黯
爲
御
史
大
夫
、
豈
不
善
乎
。
」
は
、
北
宋
・
胡
寅
『
讀
史

12
管
見
』
巻
二
の
「
孝
武

汲
黯
守
淮
陽
十
歳
卒
」
の
項
に
、
「
使
武
帝
以
待
公
孫
弘
之
位
、
而
待
董
仲
舒
。
退
張
湯
、
而
使
汲

黯
居
御
史
大
夫
之
職
。
則
此
數
十
年
間
、
輔
導
建
明
、
諫
止
救
正
之
事
、
豈
勝
可
計
。
」
と
あ
る
、
そ
の
要
約
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
胡
寅
は
仮
定
の
話
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
史
書
に
は
董
仲
舒
や
汲
黯
が
宰
相
や
御
史
大
夫
に
な
っ
た
と
い

う
記
録
は
な
い
。
「
仲
舒
」
は
、
董
仲
舒
。
前
漢
の
大
儒
（
前
一
七
九
？
～
前
一
〇
四
？
）
。
広
川
の
人
。
若
き
日
に
『
春

秋
』
を
修
め
、
景
帝
期
に
博
士
と
な
り
、
武
帝
の
「
賢
良
文
学
」
抜
擢
策
に
伴
い
「
対
策
」
を
上
申
し
て
民
衆
教
化
策
を
主

張
し
、
帝
に
容
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
儒
教
国
教
化
の
礎
が
築
か
れ
た
。
『
漢
書
』
巻
五
六
参
照
。
著
に
『
春
秋
繁
露
』

等
が
あ
る
。
「
汲
黯
」
は
、
前
漢
武
帝
期
の
名
臣
（
？
～
前
一
一
二
）
。
字
は
長
孺
、
濮
陽
の
人
。
東
海
太
守
、
主
爵
都
尉
、

淮
陽
太
守
な
ど
を
歴
任
。
武
帝
に
も
憚
ら
な
い
直
諫
の
士
と
し
て
知
ら
れ
る
。
前
出
の
朱
熹
の
言
葉
「
多
欲
」
は
、
そ
の
武

帝
へ
の
諫
言
「
陛
下
内
多
欲
而
外
施
仁
義
、
奈
何
欲
效
唐
虞
之
治
乎
。
」
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
漢
書
』
巻
五

〇
参
照
。

（

）
㝢
―
「
㝢
」
は
、
徐
㝢
。
「
路
１
・
１
／
四
三
・
一
」
に
既
出
（
そ
の
注
（
４
）
参
照
）
。
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［
路

（

）
］

17

22

南
人
有
言
章

（
１
）

〇
子
曰
、
南
人
有
言
曰
、
人
而
無
恆
、
不
可
以
作
巫
醫
。
善
夫
。
【
恆
、
胡
登
反
。
夫
、
音
扶
。
○
南
人
、
南
國
之
人
。
恆
、

常
久
也
。
巫
、
所
以
交
鬼
神
。
醫
、
所
以
寄
死
生
。
故
雖
賤
役
、
而
猶
不
可
以
無
常
、
孔
子
稱
其
言
而
善
之
。
】
不
恆
其
德
、
或

承
之
羞
。
【
此
易
恆
卦
九
三
爻
辭
。
承
、
進
也
。
】
子
曰
、
不
占
而
已
矣
。
【
復
加
子
曰
、
以
別
易
文
也
、
其
義
未
詳
。
楊
氏
曰
、

君
子
於
易
苟
玩
其
占
、
則
知
無
常
之
取
羞
矣
。
其
爲
無
常
也
、
蓋
亦
不
占
而
已
矣
。
意
亦
略
通
。
】

校

勘

（
１
）
楠
本
本
は
、
「
南
」
の
前
に
「
子
曰
」
が
あ
る
。

［
路

（

）
・
１
／
四
三
・
五
六
］

17

22

本

文

問
不
占
而
已
矣
。
曰
、
如
只
是
不
讀
書
之
意
。
【
㽦
】

（
１
）

校

勘『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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（
１
）
楠
本
本
は
、
「
問
」
の
前
に
「
㽦
」
字
が
あ
る
。

訓

読

「
占
は
ざ
る
の
み
」
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
只
だ
是
れ
書
を
讀
ま
ざ
る
の
意
の
如
き
の
み
、
と
。
【
㽦
】

（
１
）

口
語
訳

「
占
わ
ざ
る
の
み
」
に
つ
い
て
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
（
『
易
経
』
の
）
書
（
の
占
辞
）
を
読
ん
で
い
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
に
過
ぎ
な
い
。
」
と
。

【
黄
㽦
録
】

注（
１
）
㽦
―
「
㽦
」
は
、
黄
㽦
（
一
一
四
七
～
一
二
一
二
）
。
字
は
子
耕
、
号
は
復
斎
。
隆
興
府
分
寧
県
（
江
西
省
）
の
人
。
北

宋
を
代
表
す
る
詩
人
、
黄
庭
堅
の
従
孫
。
瑞
昌
主
簿
、
監
文
思
院
、
台
州
知
事
な
ど
を
歴
任
。
著
に
『
復
斎
集
』
が
あ
る
。

一
一
八
八
年
頃
、
朱
熹
に
師
事
。
『
宋
史
』
巻
四
二
三
、
『
学
案
』
巻
六
九
、
『
資
料
索
引
』
第
二
八
六
九
～
二
八
七
〇
頁
、

『
門
人
』
第
一
八
一
頁
、
『
年
攷
』
第
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
、
『
書
院
』
第
一
二
二
頁
を
参
照
。
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［
路

（

）
・
２
／
四
三
・
五
七
］

（
１
）

17

22

本

文

或
問
或
承
之
羞
。
曰
、
承
、
如
奉
承
之
承
、
如
人
送
羞
辱
與
之
也
。
【
燾
】

校

勘

（
１
）
本
条
は
楠
本
本
巻
四
三
に
は
無
い
。

訓

読

或
ひ
と
「
或
い
は
之
れ
が
羞
を
承
む
」
を
問
ふ
。
曰
は
く
、
承
と
は
、
奉
承
の
承
の
如
し
、
人

羞
辱
を
送
り
て
之
れ
に
與

す
す

（
１
）

（
２
）

ふ
る
が
如
き
な
り
、
と
。
【
燾
】

（
３
）

口
語
訳

あ
る
人
が
「
或
い
は
之
れ
が
羞
を
承
む
」
に
つ
い
て
問
う
た
。

（
朱
熹
は
）
い
っ
た
、
「
承
と
は
、
奉
承
の
「
承
」
と
同
じ
で
あ
る
。
他
人
が
恥
辱
を
与
え
る
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
。
」

と
。
【
呂
燾
録
】

『
朱
子
語
類
』
巻
四
十
三
訳
注
（
四
）

（
中
嶋
・
志
村
）
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注（
１
）
或
ひ
と
…
を
問
ふ
―
「
或
い
は
之
れ
が
羞
を
承
む
」
は
、
『
易
経
』
恆
卦
九
三
の
爻
辞
「
不
恆
其
德
、
或
承
之
羞
。
」
に
よ

る
。

（
２
）
承
と
は
…
の
如
し
―
「
承
と
は
、
奉
承
の
承
の
如
し
」
は
、
前
注
（
１
）
の
『
易
経
』
恆
卦
九
三
の
爻
辞
に
係
る
朱
熹

『
本
義
』
に
も
「
承
、
奉
也
。
言
人
皆
得
奉
而
進
之
、
不
知
其
所
自
來
也
。
」
と
あ
る
。

（
３
）
燾
―
「
燾
」
は
、
呂
燾
。
［
路
７
（
９
）
・
２
／
四
三
・
二
九
］
条
に
既
出
（
そ
の
注
（
一
）
を
参
照
）
。

（
［
路

（

）
・
１
／
四
三
・
五
一
］
～
［
路

（

）
・
２
／
四
三
・
五
七
］
条
担
当

志
村

敦
弘
）

16

21

17

22
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